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要     約 

1. 調査概要 

(1) 調査背景 

人材育成奨学計画（以下、「JDS」）は、日本政府の「留学生受入 10 万人計画」の一環で、

途上国の社会・経済開発政策の立案や実施において、中核的役割を果たす人材の育成を目的

として 1999 年度よりウズベキスタン及びラオスの 2 カ国で開始された。その後、対象国を

広げ、2019 年度までに計 18 カ国から 4,662 人の留学生を受け入れてきた。 

JDS では 2009 年度以降、日本政府の援助方針及び対象国の開発課題や人材育成ニーズ等

に基づき、4 期分の受入枠組みを策定し、対象者を開発課題の政策立案・実施に関係する公

務員に限定する「新方式」に国別に順次移行してきた。 

JICA が実施した基礎研究「JDS の成果に関する要因分析」（2014 年度）と基礎研究「JDS

の効果検証」（2019 年度）（以下、「基礎研究」）では、対象国の JDS の効果検証や比較分析

がなされ、今後の事業実施方針案及び戦略案が示された。2019 年度の基礎研究では、JDS 留

学生の学位取得率は 98.7%、公務員現職率は約 80%と依然として高く、帰国留学生に対する

アンケートでは、JDS を通じて親日感情が深化したことや帰国後年数を経過しても日本で習

得した知識・技術が十分に有用性のあること、さらに 11 カ国中 9 カ国で前回の基礎研究調

査時から役職率が増加しており、JDS の継続で役職率の着実な上昇につながることが確認さ

れている。一方で、オーストラリア、韓国、中国など他ドナーとの競合が活性化している例

がみられることを踏まえ、今後の JDS の取るべき方向性として、①対象の明確化、②選定

における戦略化、③高付加価値化、そして④ブランド化を図ることが提案された。 

また、JDS を実施中の国に対して、事業の継続と共に、3 つの発展段階（①開発課題への

対応、②開発課題への対応＋日本の国益、③日本の国益）を定め、段階に応じて対象機関・

人材の焦点をシフトしていく必要があるとしている。 

ケニア共和国（以下、「ケニア」）は「ビジョン・2030（Vision 2030）」1という国家開発計

画に基づき、2030 年までに中所得国入りを目指しており、我が国は、ケニアの経済成長を

通じて安定した持続的な社会の構築とケニアの目標達成を支援するため、経済インフラ整

備や農業開発をはじめとする同国開発課題に貢献する支援を行っているが、いずれの開発

課題におても、行政能力向上と制度構築が大きな課題となっている。そこで、政府の中核的

人材の育成を目的として、ケニアは 2019 年度に新規 JDS 実施国として準備調査対象となっ

た。また今般、プロジェクト実施の妥当性の検証と共に、先方政府のニーズを把握した上で、

当該国における経済協力方針及び JICAプログラム等を踏まえたプロジェクトの形成を目的

として、本準備調査が実施された。 

                                                        
1 ケニア政府ホームページ（https://vision2030.go.ke/）（2020 年 4 月 15 日閲覧） 
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(2) 調査目的 

本準備調査の主な目的は次の通りである。 

 ケニアの現状とニーズを調査分析の上、2021 年度から 2024 年度までの 4 期分の留学

生受入計画を策定する。 

 JDS 本体実施準備に向け、同受入計画の下、JDS 重点分野別の詳細実施計画となる基

本計画案を作成し、概略設計を行う。 

(3) 調査手法 

本準備調査の中で、2019 年 10 月から 2020 年 3 月までケニアにおいて現地調査を実施し

た。 

 2019 年 10 月～2020 年 3 月：現地調査 

 日本の経済協力方針、ケニアの開発ニーズに合致するサブプログラム／コンポーネ

ントの設定 

 各サブプログラム／コンポーネントに対する教育プログラムを有する本邦受入大学

の配置案の確定 

 各サブプログラム／コンポーネントに対応する対象機関の選定 

 実施体制の確認 

 2020 年 2 月：事業規模の算定 

 2020 年 4 月：サブプログラム基本計画案の作成 

(4) 調査結果 

① ケニア JDS 事業の枠組み 

ケニア政府との現地協議において、次表の通り、ケニア JDS 事業の新たな援助重点分野、

開発課題、受入大学が決定された。 

ケニア JDS 事業の枠組み（2021 年度～2024 年度） 

サブプログラム コンポーネント 大学 研究科 
受入 

上限数 

1. 行政機能の改善 

1-1 中央政府及び地方政

府に係る行政能力の向上 

広島大学大学院 人間社会科学研究科 2 名 

政策研究大学院大学 政策研究科 2 名 

1-2 経済計画/ 政策及び公

共財政管理/ 公共投資管理

に係る能力向上 

国際大学大学院 国際関係学研究科 3 名 

1-3 法律策定・運用に係る

能力向上 
九州大学 大学院法学研究院 2 名 

1-4 都市および地域開発

計画/ 政策に係る能力向上 
東洋大学 国際学研究科 3 名 
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② 対象機関 

今回の調査では、対象機関・対象グループについて、JICA が提案しケニア側が合意した

対象機関に所属する中央政府及び地方公務員を対象とする方向で合意した。 

③ 博士課程への受入れの検討 

博士課程への受入れについて、現地調査で各省庁に聞き取りを行ったところ、ケニアにお

いては博士留学後の組織への貢献等を視野に入れ、その導入を歓迎する意見があった。対象

機関へのアンケートでは、回答した機関の 83％が必要と回答しており、博士留学のニーズ

が高いことが確認された。 

対象者を含む募集選考の詳細は、2020 年度の第一回運営委員会で協議・合意することと

した。 

④ 運営委員会メンバー 

運営委員会は、ケニア側委員（公共サービス・ジェンダー省公共サービス局（以下、「SDPS」）、

The National Treasury and Planning（以下、「財務省」））及び日本側委員（在ケニア日本国大使

館、JICA ケニア事務所）にて構成され、JDS 事業の実施・運営方針について協議・決定を

行うことで合意に達した。 

ケニア JDS 事業運営委員会メンバー 

 役割 機関名 

ケニア側 

共同議長 公共サービス・ジェンダー省 SDPS 

委員 The National Treasury and Planning 

日本側 

委員 在ケニア日本国大使館 

共同議長 JICA ケニア事務所 

(5) 妥当性の検証 

ケニアの開発計画や当該セクターの現状と課題等を踏まえ、JDS 事業とケニアの開発計画

との整合性等について分析した。ケニア JDS 事業の援助重点分野は、ケニア政府の国家開

発計画「ビジョン・2030」及び「ビッグ・フォー」の達成に資するものとして位置づけられ

る。 

また、2012 年 4 月に策定された我が国の「対ケニア国別開発協力方針」では、人材育成

を援助の重点分野としているほか、「ケニア JICA 国別分析ペーパー（2018 年 3 月）」でも同

方針に準じて協力の方向性を分析している。本事業は各開発課題への対応のために、それぞ

れの分野を所管する政府機関の中核的人材の育成を行う案件として位置付けられ、我が国

及び JICA の協力方針と合致する。 
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以上のように、JDS 事業は、対象国の国造りを担う人造りを目的とし、ケニアの中・長期

的開発計画の目標達成に資するプロジェクトである。また、我が国の援助政策・方針との整

合性が極めて高く、各協力プログラムにおける技術協力や円借款プロジェクト等を補完し、

協力の相乗効果を高めるものである。 

(6) 概略事業費 

JDS を実施する場合に必要となる事業費総額は、約 2.3 億円と見積もられる。ただし、こ

の額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

 日本側負担経費：約 2.3 億円（2020 年度事業 5 ヵ年国債） 

 ケニア側負担経費：なし2 

 積算条件 

 積算時点：2020 年 2 月 

 為替交換レート：1 米ドル ＝110.17 円、1 ケニアシリング＝1.08 円 

 業務実施期間：事業実施期間は、実施工程の通り。 

 その他：日本国政府の無償資金協力の制度に沿って積算を行った。 

2. 提言 

本準備調査を通じて得られたケニア JDS の事業実施における課題・提言は、以下の通り

である。 

(1) 実施体制について 

① 効果的な事業設計 

今般の調査では、公務員人事政策の策定及び公務員の採用・昇進を担う公共サービス委員

会（以下、「PSC」）と、公務員の研修・人材育成を担う SDPS から、事業枠組みの設定にあ

たり、公務員の人事制度と公務員の海外研修制度について具体的な情報を得ることができ

た。本体事業の実施が始まり、優秀な公務員を戦略的に募集・選考して我が国へ派遣するた

めに、さらに公務員の人事制度と海外研修制度について情報収集を行うことで、今後事業を

実施する上でより効果的な募集・選考が可能となる事業設計をすることが重要である。 

② 運営委員会メンバーの積極的な参画 

「2-1-2. JDS の実施体制」において、JDS 運営ガイドラインに基づく運営委員会の機能･役

割、実施機関、JICA 事務所、エージェントの役割について説明しているが、我が国の閣議

にて JDS の実施が承認されたらすぐ、再度関係者の間でそれぞれの役割を確認することが

重要である。また、JDS が事業として開始されたら、運営委員会メンバーには候補者の募集

                                                        
2 ただし、無償資金協力に係る銀行手数料等はケニア政府が負担。 
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に関する計画の検討段階から積極的に事業に参画してもらい、優秀な応募者の獲得とスム

ーズな送り出しに繋げることが重要である。 

③ G/A の締結から資金請求の手続きについて 

2019 年 10 月の現地調査時、SDPS に対して、G/A 締結後から資金請求までの流れについ

て説明し概ね理解を得た。今後は、2020 年 8 月までに G/A 及びエージェントの契約締結が

予定されるが、ケニア側政府関係者内の合意を得るため、再度、具体的且つきめ細かな説明

をケニア側に行う必要がある。また、JDS は他無償事業と異なり、G/A 締結の翌年 3 月末ま

でに留学候補者の選考を終えて大学へ出願する必要があるため、各締結は 2020 年 7 月末に

は終える必要があり、それまでに各関係機関のフォローアップが肝要となる。 

(2) 事業実施における外部要因 

① 新型コロナウイルスの影響について 

本年 2020 年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響について、本調査では 2020 年 2

月~3 月に実施予定であった 2 回目の現地調査の実施を阻む外部要因となり、先方政府関係

者への面談等に支障が生じた。新型コロナウイルスに関する状況が、2020 年度の応募者数

に影響するかどうかも現時点では予測ができないが、当件に関して他ドナーから 2020 年夏・

秋の留学生の受入動向や 2020 年度の応募者数の変化、及び政府内の留学に関する反応等の

情報収集を行いつつ留意する必要がある。 

② 安全管理の留意点について 

ケニアは、アル・シャバーブ及び他の武装集団の脅威を低減することを目的としたアフリ

カ連合ソマリア・ミッション（AMISOM）へ派兵しており、同武装集団による報復テロの脅

威への対策が課題となっている。そのため、2020 年 7 月頃に予定する JDS プロジェクト事

務所の設置の際には、JICA ケニア事務所の安全担当者と相談しつつ進める必要がある。さ

らに、今後事業を実施するにあたり、ナイロビ市内での安全管理だけでなく、モンバサ・カ

ウンティで募集説明会等を実施する場合は、JICA ケニア事務所及び在ケニア日本大使館か

ら事前に情報収集を行い、十分に安全管理には留意し事業活動を行うことが重要である。 

(3) 大学配置について 

基礎研究にて「戦略性強化のためのデザイン改善」として、短期研修の選択肢拡大が提案

されている。また、ケニアでは英国の奨学金プログラムでは 1 年で修士号を取得可能なコー

スが中心であり、ケニアと英国との歴史的背景からも人気が高く 2,000 名が応募しているプ

ログラムもある。そのため、こういったドナーの奨学金プログラムが実施される同国で後進

として奨学金事業を開始するには、JDS でも 2 年コースのみならず 1 年コースの修士プロ

グラムを選択肢として提供することが優秀な候補者獲得の鍵となる。 
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(4) JDS の対象機関・対象グループについて 

JICA が提案しケニア側が合意した対象機関に所属する公務員及び地方公務員を対象とす

る方向で合意した。一方、ケニア側及び日本側からもさらに対象機関の検討について要望が

あがった。ついては、事業開始と共に開催される第一回運営委員会で全体方針を固める際に

再度これらの点を勘案の上で協議し、合意を得る必要がある。 

(5) 候補者の募集活動について 

ケニアでは、英国、中国、韓国等のドナー間の留学生の獲得は競争が活発であるため、よ

り効果的に、ケニアで新規事業となる JDS の魅力・利点をアピールする宣伝方法を検討す

る必要がある。そのためには、JDS の対象となる中央政府公務員及びナイロビ及びモンバ

サ・カウンティに勤務する地方公務員に向けた広報がそれぞれ必要である。 

そのため基本方針として、まずは窓口となる SDPS の JDS 担当から各省の研修担当（SDPS

デスク担当）へ情報の共有・伝達をしてもらうことになるため、現地で JDS 事業を実施す

る実施代理機関については、SDPS 及び各省庁の SDPS デスク担当へのきめ細かい説明と良

好な人間関係を構築することが重要である。信頼関係を構築した上で協力を仰ぐことで、各

省庁内での情報普及・浸透に一定の効果が見込めることになる。 

また、安全面からモンバサでの募集説明会が難しい面も考慮し、様々な広報ツールやアク

セス・チャンネルを用いて、より多くの潜在的候補者に情報が行き渡るような募集活動を行

う必要がある。 

JDS の魅力を発信するコンテンツとしては、我が国の国際レベルの修士・博士プログラム

の提供に加え、当該国に即したカリキュラムを提供する目的で考案された「特別プログラム」

を提供するなどきめ細やかな指導体制・受入体制が整えられていること、更に行政官交流会

等の留学の付加価値を高めるプログラムが提供される予定であること、JICA の「JICA 開発

大学院連携（JProUD）」にて、日本の開発経験が学べる点も大きなアピール材料になろう。 

(6) 他の JICA 案件との関係性の整理、連携可能性の検討 

JDS を ODA 事業として実施する以上、単なる個人への奨学金プログラムではなく、他の

案件と同様、ケニアにおける国別開発協力方針の中の重点分野への貢献に係る「開発のため

の投入」という観点から、他の ODA 事業との関係性の整理と連携可能性の検討を行うこと

が重要である。また、JICA ケニア事務所内の所員や専門家への本事業の周知、有能な相手

国人材の JDS への応募勧奨、日本留学生同窓会ネットワークの活用などが求められる。 

そのため、まず本調査では同国にて我が国が実施する全人材育成事業の把握、すなわち、

既に実施されている人材育成に係る全体像及び今後の方向性を検討し、それらをもとにし

た JDS の位置づけの明確化を行った。具体的には、JDS を含む留学生事業を、ケニアの政策

（ビッグ・フォー）、対象者、研究課題に基づき、分類・整理し、さらに他事業との連携可

能性について検討した。JDS が開始される際には、JICA 関係者へ JDS についての説明と協

力依頼だけではなく、他事業との連携可能性について更に検討することを期待したい。 
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(7) 日本の大学との連携について 

「1-4-3.日本の大学の活動状況」で記載のように、近年、日本の大学においても学生の獲

得だけでなく研究領域・フィールドとしてのアフリカへの関心が高まると同時にアフリカ

の大学・研究機関との学術連携等が模索されている。JICA の技術協力プロジェクトの担い

手として活動してきた大学の中からも、今後アフリカへの進出に向けた動きが活発化する

ことが予想される。JDS においても、多数の応募者を獲得するために、大学と協同して日本

留学をアピールしていくことが求められる。 

(8) ジェンダー配慮について 

本準備調査では JICA のジェンダー指針に従い、ケニアのジェンダーに関する国家政策と

公務員の政策、公務員制度におけるジェンダー配慮の取組み等について調査を行った。本調

査の結果、ケニア政府のジェンダー配慮に関する方針に沿って当国の JDS 事業にてジェン

ダー配慮が必要であるとの結果に至った。 

ついては、2020 年 7 月頃から本体事業が開始され、第一回運営委員会で 2020 年度事業の

全体方針を固める際には、本準備調査の結果を踏まえ、女性の JDS 事業への参加促進の方

針及び方法を検討し、ケニア側関係者と協議・合意することが重要である。 

(9) 留学生の送り出し準備について 

公務員の海外研修は「1-3. 行政官のキャリアパスおよび人材育成状況」で記述のように、

留学を含む長期研修の際は、渡航前に留学生の所属先が用意し SDPS が承認する「Training 

Bond（宣誓書）」に留学生は署名し、留学後に政府への復職を誓う必要がある。また、宣誓

書の承認から署名までに通常 2~3 カ月を要すため、誓約書がスムーズに承認・署名される

ように、選考自身は 3 月末には終えて余裕を持って準備する必要がある。 

(10) 来日前のオリエンテーションについて 

大学内でケニアもしくはアフリカからの留学生が少ない場合、コミュニケーション方法

の違いにより仲間作りができず、環境に馴染めないため研究に支障がでる可能性が高い。ま

た、ケニアは赤道直下の国で年間の気温の変化が少ないため、日本の冬は、日本人が想像す

る以上にケニア人にとっては寒さが厳しい。こういった点も考慮に入れて、ケニア留学生が

日本で円滑に留学生活を送ることができるような準備を促すための来日前オリエンテーシ

ョンを提供することが必要である。 

(11) 付加価値プログラムの必要性 

現地調査で訪問した省庁からは、2 年間の滞日中に、官庁や企業でのインターンシップ等

より実践的な研修が有益との提案が出された。留学生の能力向上や良好な二国間関係の基

礎となる人間関係構築、また他奨学金との差別化の観点から、このような付加価値が見込め

る取り組みをより一層進めるべきである。その際、特別プログラムの経費の活用についても、

受入大学側に依頼するだけではなく、より JICA の意図に沿って使用できる仕組みの検討が

必要である。 
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(12) 日本語習得の必要性 

日本人の心や精神性の深いところまで理解し、将来日本とケニアとの懸け橋となるには、

日本語の習得が有用なツールの 1 つである。現地調査では、我が国へ留学した経験を持つ者

からヒアリングする機会があったが、彼らが一様に訴えたのは日本語の必要性であった。他

国で実施した帰国留学生へのアンケートでも同じく日本語の必要性が高いことが確認され

た。言語は文化理解の基礎であり、日本人とコミュニケーションを図る必須のツールである。

さらに日本語学習を継続させるには、日本語が必要となる機会を提供することが不可欠で

ある。そのため、日本の官庁や企業等でのインターンシップだけでなく一般の日本人と触れ

あうことのできるホームステイ・プログラム等も有効である。 

(13) ネットワーク構築とフォローアップスキームの一体的運用と実施代理機関の役割 

① 帰国後のフォローアップのための滞日中に取るべき施策 

継続的なフォローアップを容易にし、その活動を「我が国とケニアのパートナーシップ強

化」という事業成果の発現に繋げるためには、まずは滞日中から我が国へのロイヤリティを

高め、帰国後も我が国との関係を保つ動機を与える必要がある。帰国後のフォローアップで

は、滞日中に高めたロイヤリティを維持・発展させる施策を実施することによって、より高

い事業成果の発現が期待できる。 

② 帰国後のフォローアップ施策 

持続的にフォローアップを行うには、滞日中に高めたロイヤリティを維持・向上するため

の施策を実施するため、現地で先行して活動を行う JICA ケニア帰国研修員同窓会 JEPAK

（JICA Ex-participants Alumni of Kenya）、ケニア日本留学生同窓会KEJAA（Kenya Japan Alumni 

Association）、KAKEHASHI アフリカ、チーヴニング奨学金の同窓会組織等のノウハウを吸

収し、連携を図りながら、日本側が支援し、フォローアップ・コンテンツを充実させること

が期待される。特に活動が軌道に乗るまでの数年間は、日本側による資金援助や活動のファ

シリテーターとしての役割が求められる。なお、長崎大学のケニア拠点事務所や北海道大学

のサテライト拠点とも協働しつつ、日本関係者が一丸となってケニアの日本留学経験者を

とりまとめていくトップリーダーの再生産が図られるような仕組み作りを検討することが

重要である。 

③ フォローアップのための行政官ネットワーク構築 

日本へのロイヤリティ向上という観点から、滞日中の JDS 留学生に対して提供すべき施

策としては、日本文化理解講座や、日本の開発経験を伝えるセミナー等が一般的に考えられ

るが、JDS 留学生が各国の政策立案に携わる行政官であるという JDS 事業最大の特徴を活

かした施策が望ましい。親日・知日家として我が国とケニアとの架け橋となる事が期待され

ている JDS 留学生にとって、将来のキャリアパスにおいても有用なネットワークとは、日

本の省庁とのネットワークであろう。行政官との交流や、我が国省庁関係者を講師としたセ

ミナーやワークショップ開催等を通じたネットワーク構築支援が望まれる。 
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④ 実施代理機関に求められる役割 

(a) 媒介者としての役割 

JDS 留学生は滞日中に様々な日本人とのネットワークを築いている。しかしながら、個人

同士の関係性構築では、適切な相手と出会うことは容易ではない上に、点としてのネットワ

ークでしかなく、散発的な効果しか期待できない。そこで、実施代理機関が JDS 留学生と

我が国の ODA 関係者や各省庁との媒介として機能することを期待したい。実施代理機関が

双方の関心に基づいたマッチングや、組織的ネットワーク構築機能を果たし、より高い事業

成果につながる事が期待される。 

(b) 留学生との強固なネットワーク基盤 

モニタリング等で定期的にコンタクトを取り、また緊急時にはすぐに手を差し伸べる実

施代理機関は、JDS 留学生にとって、強固な信頼関係で結ばれているパートナーのような存

在である。このため、実施代理機関は JDS 留学生の資質等を含めた情報を詳細に、かつ一

元的に把握することが可能となっている。 

実施代理機関に求められる役割は、互いの信頼関係を基礎とした、滞日中・帰国後の JDS

留学生とのネットワーク基盤としての機能であろう。実施代理機関が果たしている JDS 留

学生との関係性構築の機能は、フォローアップの観点から着目されるべき点である。 

(c) 我が国の各省庁とのネットワーク基盤 

他方、我が国の省庁関係者に対する JDS 事業の広報活動も重要である。実施代理機関が

独自に行ったアンケート調査によると、我が国省庁関係者の JDS 事業への認知度は極めて

低い状況にある3。しかしながら、我が国の省庁関係者にとって JDS 留学生とのネットワー

クの重要性は高い。例えばインフラ輸出の観点からは、人材育成はインフラ輸出のあらゆる

取り組みの土台を形成するものであるとされ、その多面的意義が経協インフラ戦略会議で

も指摘されている4。 

各省庁がケニアで展開する事業に関係する省庁出身者が日本にいる事、帰国留学生が実

際に各国で昇進を果たし、外交・経済面でも重要な役割を担っている事、実施代理機関の存

在によって適切なネットワークを容易に選択できる利便性を知らしめ、JDS 事業を活用する

という機運を高めることが肝要である。従って、実施代理機関は、ODA 関係者のみならず、

我が国の各省庁とのネットワークと情報発信力を持つことが期待される。以上のような取

り組みをもって、JDS 事業が相手国の開発と我が国の経済成長を同時に達成する人材育成事

業となり、我が国とケニアが Win-Win の関係を構築する事が可能になる。 

 

                                                        
3 JICE 主催「行政官交流会」アンケートによる。 
4 内閣府第 16 回経協インフラ会議（2015 年 3 月 2 日） 
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第1章 JDS事業の背景・経緯 

1-1. JDS事業の現状と課題 

1-1-1. プロジェクトの背景 

人材育成奨学計画（Project for Human Resource Development Scholarship：以下、「JDS」）事

業は、日本政府の「留学生受入 10 万人計画」のもと、1999 年度に創設された無償資金協力

による留学生受入事業である。JDS 事業の目的は、「対象国において社会・経済開発に関わ

り、将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官等が、本邦大学院で学位（修

士号・博士号）を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄

与すること、また人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化

に資すること」である。2000年度の留学生受入開始から 2019年度までに計 18カ国から 4,662

人の留学生を受け入れてきた。 

JDS 事業はもともとアジアの市場経済移行国を対象としたが、その後、フィリピンを始め

広くアジア圏の国へ、2018 年度にはブータン、パキスタン、東ティモールの 3 カ国が対象

国として加わり、現在は 18 カ国を対象にしている。さらに、モルディブ、ケニア、エルサ

ルバドルが加わる事が予定されている。なお、インドネシアは円借款による留学生受入が始

まった 2006 年度に、中国は 2012 年度の留学生の受入れを最後に、国際協力機構（以下、

「JICA」）による JDS 事業の対象から外れた5。 

表 1 JDS 事業の受入実績 

 

 

                                                        
5 中国はその後我が国外務省の予算により「中国若手行政官等長期育成支援事業（JDS 中国）」として継

続実施中。 

1. ウズベキスタン 20 19 19 20 20 20 20 20 19 14 15 15 15 14 15 15 15 17 17 16 345

2. ラオス 20 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 19 20 20 20 20 22 22 22 420

3. カンボジア 20 20 20 20 20 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 444

4. ベトナム 20 30 30 30 30 33 34 35 35 28 29 30 30 30 30 30 30 62 63 639

5. モンゴル 20 20 20 19 20 20 20 18 18 16 17 18 18 18 18 22 22 22 346

6. バングラデシュ 29 19 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 25 30 30 33 33 394

7. ミャンマー 14 19 20 20 30 30 30 30 22 22 22 22 44 44 44 48 48 48 557

8. 中国 42 43 41 43 47 47 48 45 39 35 - - - - - - - 430

9. フィリピン 19 20 20 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 361

10. インドネシア 30 30 30 30 - - - - - - - - - - - - - 120

11. キルギス 20 20 18 14 14 15 15 15 15 15 15 15 19 210

12. タジキスタン 3 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 62

13. スリランカ 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 154

14. ガーナ 5 5 5 10 10 10 10 10 65

15. ネパール 20 20 20 20 80

16. 東ティモール 8 8

17. パキスタン 17 17

18. ブータン 10 10

合計 40 79 152 239 243 240 271 266 266 256 241 234 237 203 226 241 266 281 321 360 4,662

2013 2014 2015 合計2016 2017 2018 2019

単位：人

　　　　　　受入年度
国名 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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また、当初は学術分野での受入計画を毎年策定し、官民両方から人材を受け入れていたが、

2009 年度以降、日本政府の援助方針及び対象国の開発課題や人材育成ニーズ等に基づき、4

期分の受入枠組みを策定し、対象者を開発課題の政策立案・実施に関係する公務員に限定す

る方式に国別に順次移行した。この方式では、同じ対象分野、対象機関、受入大学のもとで

4 期分の留学生の受入れを行うことにより、JDS 事業を通じた日本政府の開発援助の選択と

集中を図り、JDS 留学生が帰国後に所属組織で留学成果を活用しやすくするよう、各省庁に

JDS 帰国留学生の集団「クリティカル・マス」（効果発現が期待できる集団）を形成するこ

とを狙いとした。また、受入大学を 4 期分固定することで、対象国の関係機関と日本側受入

大学とのネットワークの形成を図り、各国の開発課題や人材育成ニーズにより合致した教

育・研究プログラムを提供することとした。 

1-1-2. プロジェクトの課題 

JICA が実施した基礎研究「JDS の成果に関する要因分析」（2014 年度）と基礎研究「JDS

の効果検証」（2019 年度）（以下、「基礎研究」）では、対象国6の JDS の効果検証や比較分析

がなされ、今後の事業実施方針案及び戦略案が示された。2019 年度の基礎研究では、JDS 留

学生の学位取得率は 98.7%、公務員現職率は約 80%と依然として高く、帰国留学生に対する

アンケートでは、JDS を通じて親日感情が深化したことや帰国後年数を経過しても日本で習

得した知識・技術が十分に有用性のあること、さらに 11 カ国中 9 カ国で前回の基礎研究調

査時から役職率が増加しており、JDS の継続で役職率の着実な上昇につながることが確認さ

れている。一方で、オーストラリア、韓国、中国など他ドナーとの競合が活発化している例

がみられることを踏まえ、今後の JDS の取るべき方向性として、①対象の明確化、②選定

における戦略化、③高付加価値化、そして④ブランド化を図ることが提案された。 

表 2 今後の JDS が取るべき方向性（2019 年度、基礎研究） 

提言 具体的施策 

対象の明確化  JICA の他の奨学金プログラムとの役割分担 

選定の戦略化  特別選別枠の設定 

高付加価値化 

  ↓ 

ブランド化 

事業の基本枠組み 
 1 年コースの設定 

 中堅層への対象者拡大（年齢要件の緩和） 

来日前プログラム  3 カ月間の日本語研修 

留学中のプログラム 

 日本の省庁・地方自治体等とのネットワーク形成 

 政府機関・NGO・企業等へのインターンシップの実

施 

 接遇やセレモニー（来日時の要人表敬等） 

帰国後の活動 

 フォローアップ活動の強化（同窓会ネットワーク支

援や帰国後の研究活動支援等） 

 帰国留学生リストの日本関係機関への共有・周知 

広報・プロモーショ

ン手法の改善・強化 

 パンフレットデザインの刷新 

 ウェブ応募の導入 

                                                        
6 2014 年度の基礎研究では、第 1 期生が帰国直後であったガーナは対象外となり、11 カ国で実施となっ

た。2019 年度の基礎研究では、東ティモール、パキスタン、ブータンは卒業生が輩出されていないため

対象外となり、13 カ国で実施となった。 
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また、JDS を実施中の国に対して、事業の継続と共に、ドナーが対応すべき開発課題が減

っていくことから、JDS では 3 つの発展段階（①開発課題への対応、②開発課題への対応＋

日本の国益、③日本の国益）を定め、段階に応じて対象機関・人材の焦点をシフトしていく

必要があるとしている。第 2 の発展段階へ移行が可能と思われる国に対しては、日本の立場

から経済・外交的なメリットの大きい機関へ特別選別枠を設定する等、外交効果への期待を

意識した事業運営が必要である。 

1-1-3. 社会経済概況7 

ケニアは東アフリカに位置し、面積は 58 万 km2で、日本の約 1.5 倍の大きさである。1963

年に英国の植民地から独立したが、現在も英国連邦加盟国の一つとなっている。首都のナイ

ロビは、東アフリカにおける通信・金融・交通の中心都市であり、第二の経済都市でありイ

ンド洋に面したモンバサは、東アフリカ最大の港を持ち、ウガンダやルワンダ等の周辺内陸

国への重要な玄関口となっている。 

ケニアは 40 以上の民族から成る多民族国家であり、主要な民族はキクユ、ルヒヤ、カレ

ンジン、ルオ等で、公用語はスワヒリ語と英語である。宗教はキリスト教が約 80％、イス

ラム教が約 10％、その他伝統宗教となっている。 

ケニアの主要産業は農業であり、GDP に占める割合は 3 割程度であるが、農業従事人口

は総人口の 4 割以上、農村部では 7 割以上に上る8。さらに、輸出品目のうち農産物の輸出

額は輸出総額の 65％を占め、特に、紅茶、園芸作物（花き、野菜、果実）で輸出総額の 50％

近くを占めている9。近年、ケニアではバラを中心とする切り花の生産が盛んで、ヨーロッ

パを中心に輸出が伸びており、農業は観光とともに外貨獲得において重要な産業となって

いる。 

2001 年、東アフリカの地域統合を目指した東アフリカ共同体（East African Community：

EAC）がケニア、タンザニア、ウガンダの 3 カ国により再結成され、2007 年にはルワンダ

とブルンジ、2016 年には南スーダンが加わり、6 カ国に拡大している。EAC では将来的な

人の移動の自由化、関税の撤廃、共通通貨の達成などを目指しており、2010 年には EAC の

共同市場が発足し、物・人・労働力・サービス・資本の移動が原則自由になった。 

ケニアの主要社会指標及び主要経済指標を、以下の表に示す。 

  

                                                        
7 JICA「国別指標一覧（2019 年 3 月版）」、外務省「国別データ集 2017」、外務省「ケニア共和国基礎デー

タ」、JETRO「ケニア基本情報」記載の情報を基に作成。 
8 FAO, Kenya at a glance, 2019 
9 Kenya National Bureau of Statistics, Statistical Abstract 2018 
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表 3 ケニアの主要社会指標 

指標 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

人口（百万人） 46.7  47.9  49.1  50.2  51.4  

人口増加率（％） 2.6  2.5  2.4  2.4  2.3  

都市人口増加率（％） 4.3  4.2  4.1  4.1  4.1  

人口密度（人） 82  84  86  88  90  

GNI（百万 USD） 57,833  61,836  66,851  72,130  83,063  

一人当たり GNI（USD） 1,240  1,290  1,360  1,440  1,620  

貧困率（1日 2 ドル未満、％） - 36.8  - - - 

平均寿命（才） 64  65  65  66  - 

合計特殊出生率 3.9  3.8  3.7  3.6  - 

携帯電話保有率（100人当たり人数） 72  79  79  85  96  

出所：World Bank, World Development Indicators Online (November 2019) 

表 4 ケニアの主要経済指標 

指標 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

GDP（百万 USD） 61,448 64,008  69,189  78,757  87,908  

GDP成長率（％） 5.4  5.7  5.9  4.9  6.3  

消費者物価上昇（インフレ）率（年率、％） 8.1  10.0  5.6  10.6  2.8  

一次産業割合（対 GDP 比、％） 27.5  30.2  31.1  34.8  34.2  

二次産業割合（対 GDP 比、％） 17.4  17.3  17.9  16.8  16.4  

三次産業割合（対 GDP 比、％） 48.0 46.2 44.7 43.6 - 

輸出割合（対 GDP 比、％） 18.3  16.6  14.3  13.3  13.2  

輸入割合（対 GDP 比、％） 33.0  27.6  23.3  24.2  23.0  

総資本形成率（対 GDP 比、％） 22.4  21.5  18.3  18.8  18.4  

租税収入（対 GDP 比、％） 16.9 16.3 16.2 15.7 - 

軍事費（対 GDP 比、％） 1.3  1.3  1.3  1.3  1.2  

貿易取引（対 GDP 比、％） 39.9  34.4  28.6  28.5  26.6  

対外債務残高（百万 USD） 16,900  19,767  21,694  26,830  31,511  

海外送金受取額（百万 USD） 1,441  1,569  1,745  1,962  2,720  

外国直接投資純流入額（百万 USD） 821  620  393  671  1,626  

開発援助受取額（百万 USD） 2,661  2,464  2,188  2,475  - 

出所：World Bank, World Development Indicators Online (November 2019) 

 

(1) 政治体制10 

ケニアの政治体制は共和制であり、国家元首は直接選挙により選ばれる大統領で、任期は

5 年である。2013 年には首相制が廃止され、一院制から二院制（カウンティ（County、地方

自治体）の代表である上院と選挙区議会の下院）に移行した。 

1963 年の建国以来、初代大統領であるジョモ・ケニヤッタ、二代目大統領のダニエル・

アラップ・モイが属するケニア・アフリカ民族同盟（Kenya African National Union：KANU）

による一党制の長期政権が続いていたが、1991 年に複数政党制が導入され、2002 年の総選

挙では、ムワイ・キバキが率いる複数の政党による連合組織が勝利し、政権交代が実現した。

                                                        
10 JICA「国別指標一覧（2019 年 3 月版）」、外務省「国別データ集 2017」、外務省「ケニア共和国基礎デ

ータ」、JETRO「ケニア基本情報」記載の情報を基に作成。 
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2007 年の大統領選でキバキが再選した後、2013 年の大統領選では KANU 出身（現、国民連

合）のウフル・ケニヤッタが当選し、2017 年の大統領選でも再選し、現大統領となってい

る。ケニアでは民族対立による政党間の対立が激しく、5 年に一度行われる大統領選挙では

暴動が繰り返されている。特に 2007 年に行われた大統領選では 1,000 人を超える死者が生

じ、2017 年の大統領選は最高裁により無効とされ、同年にやり直し選挙が行われた。 

ケニアの現行憲法は、2010 年 8 月 27 日に施行された。現憲法下では、国家体制は「The 

Executive」「The Legislature」「The Judiciary」「The Devolved Governments」の 4 つで構成され、

Executive は大統領、副大統領、内閣、Legislature は国会、Judiciary は司法当局、Devolved 

Governments はカウンティ政府を指し、行政、立法、司法の三権分立を基本としている11。 

省庁と位置付けられる機関は 2019 年時点で 34 機関あり、21 の Ministries、Attorney General 

of Kenya、憲法直下に設立された機関と大統領命により設立された機関が 12 機関ある12。

Ministries は内閣（Cabinet）の下に位置付けられ、さらに複数の傘下機関を持つ。これらの

傘下機関は合計で 259 機関になる。 

現憲法制定までは中央政府主導の国家体制であったが、憲法において 47 のカウンティを

地方行政の単位とすることが決定され、大統領権限の縮小、地方分権化に移行している。

2013 年の総選挙後にはカウンティ政府が設立され、カウンティ政府には中央から多くの権

限が委譲され、カウンティの予算・職員も従来の地方行政区や中央から配置・配転された。

各カウンティの下には、サブカウンティ（Sub-county）、区（Ward）、村（Village）の下位行

政区分が設置されている。このように地方分権化によるカウンティへの権限移譲が進んで

いるものの、カウンティの行政実施能力には課題も多く、大統領の権限は依然として強い傾

向にある。 

ケニアの政府組織一覧図を、以下に示す。 

                                                        
11 National Council for Law Reporting with the Authority of the Attorney-General, Constitution of Kenya, 2010 
12 現地調査による入手情報を基に纏めた。 
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出所：調査団作成 

図 1 ケニアの政府組織一覧 

JDS の事業におけるケニア側実施機関となる公共サービス局（以下、「SDPS」）の母体と

なる公共サービス・ジェンダー省（以下、「公共サービス省」）、及び The National Treasury and 

Planning（以下、「財務省」）は、それぞれ政府内で重要な組織である。 

1-1-4. 開発計画 

ケニアの国家開発計画は、2008 年に策定され、2030 年までの目標を示した「ビジョン・

2030」である。同ビジョンは国の長期的な開発の青写真を示しており、「豊かな生活と共に

世界的に競争力のある繁栄した国家を作り出す」ことを標榜し、2030 年までの新興工業国・

中所得国入りを目指している13。 

上記の長期開発戦略に基づき、「中期計画（Medium Term Plan：MTP）」が第一期、第二期、

第三期と策定されており、第一期中期計画（2008 年～2012 年）は、2007 年の大統領選挙に

よる騒乱後の急速な経済及び社会の回復を目指した。第二期中期計画（2013 年～2017 年）

は、「ケニアの転換－分権化、社会経済開発、公平と国家結束に向けた道のり」を掲げ、第

一期中期計画の成果に基づき、インフラ投資による経済成長の加速及び教育・医療分野での

社会サービスの向上を築いていくことを主眼とした。 

現行中期計画である第三期中期計画（2018 年～2022 年）は、第一期、第二期中期計画の

成果に基づき、政府が実施を計画する主要政策、法的・組織的変革に沿うプログラム、プロ

ジェクトを継続して実施することを掲げているが、現大統領のイニシアティブにより、「ビ

ッグ・フォー」と呼ばれる重点政策が打ち出され、同政策の実施が優先されている。ビッグ・

                                                        
13 Ministry of State for Planning, Vision 2030, 2008 
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フォーは「工業化及び製造業・農産加工業の振興」「食料安全保障・栄養」「ユニバーサル・

ヘルス・カバレッジ」「手頃な住宅へのアクセス改善」の 4 つの重点分野から成り、各分野

に関連した政策、プログラム、事業に対し、政府予算が優先的に配分されている14。 

ビジョン・2030 とビッグ・フォーの概要をまとめた表を、以下に示す。 

表 5 ビジョン・2030 の概要 

目標 重点分野 共通課題 

経済成長率 10％の維持 

 観光 

 農業 

 卸売・小売 

 製造業 

 ビジネスプロセスアウトソーシング 

 金融サービス 

インフラ・エネルギー 

科学技術 

土地改革 

人材育成 

治安の改善 

公的サービスの向上 

衛生的かつ安全な環境で

人々が住め、平等で、公

正、結束力のある社会 

 教育及び職業訓練 

 保健・医療 

 水及び衛生 

 環境 

 住宅及び都市化 

 ジェンダー及び若者・弱者 

 平等及び貧困削減 

法に従い、すべてのケニ

ア国民の人権と自由を守

る政治の上に成り立つ民

主政治のシステム 

 法の支配 

 選挙と政治プロセス 

 民主化・国民参加 

 透明性及びアカウンタビリティ 

 公共サービスの管理と運営 

 安全保障・平和の定着・紛争の予防と

解決 

出所：Ministry of State for Planning, Vision 2030 

表 6 ビッグ・フォーの概要 

重点分野 目標 

工業化及び製造業・農産加工

業の振興 

2022 年までに GDP に占める製造業の割合を 9.2％から

20％に、すべての農産物のうち少なくとも 50％を農産加

工品に増加 

食料安全保障・栄養 

灌漑事業用の多目的小規模ダムの建設、食料貯蔵施設の

建設、高いインパクトを与える栄養介入を通じた食料安

全保障・栄養の促進 

ユニバーサル・ヘルスケア ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの 100％達成 

手頃な住宅へのアクセス改善 
全国で 5 年間に 50 万戸の手頃な家屋を建設することに

よる手頃な住居の提供 

出所：The National Treasury and Planning, Third Medium Term Plan 2018-2022 

                                                        
14 The National Treasury and Planning, Third Medium Term Plan 2018-2022 
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1-1-5. 高等教育事情 

ケニアの教育制度は、初等教育 8 年、中等教育 4 年、高等教育 4 年の 8-4-4 制で、高等教

育には学部課程（4 年）、修士課程（1～2 年）、博士課程（3 年）のほか、ポスト中等教育機

関にて提供されるディプロマコース（2～3年、取得資格はHigher Diploma、Diploma、Certificate）

がある15。 

高等教育に進学するには、中等教育修了試験（Kenya Certificate of Secondary Education：

KCSE）において一定以上の成績を取得する必要がある。KCSE の成績評価は A～E（プラ

ス・マイナスを含む）の 12 段階で行われるが16、大学進学には平均 C+以上が必要とされ、

平均 B+以上であれば、政府の学資援助を受けて国立大学に入学することが可能になる17 18。 

2012 年に制定された大学法（Universities Act）の下、高等教育機関には、国立大学（Public 

Chartered Universities）、私立大学（Private Chartered Universities）、国立短期大学（Public 

Constituent Colleges）、私立短期大学（Private Constituent Colleges）、暫定認定機関（Institutions 

with Letters of Interim Authority）の 5 種類がある19。2017 年 11 月時点における各大学・機関

の数は、以下のとおり。 

表 7 ケニアの高等教育機関の数（2017 年 11 月時点） 

高等教育機関 校数 

国立大学（Public Chartered Universities） 31校 

私立大学（Private Chartered Universities） 18校 

国立短期大学（Public Constituent Colleges） 6校 

私立短期大学（Private Constituent Colleges） 5校 

暫定認定機関（Institutions with Letters of Interim Authority） 14校 

計 74校 

出所：Commission for University Education, Accredited Universities 

 

国立大学・私立大学の一部は、ケニアの大学で最も古く 1970 年に設立されたナイロビ大

学を始め、80～90 年代に設立された大学が多いが、計 74 校中 55 校は 2000 年以降に設立さ

れている20。2000 年代以降、大学の数が急激に増えているが、人口増加に伴う中等教育修了

者数の増加及び経済成長に伴う教育熱の高まりにより、高等教育に対する需要が増加して

いることによる。ケニアは学歴社会であり、就職においても学位やディプロマ、修了証書等

が重視されるため、社会人の入学も多い21。2016 年における高等教育の総就学率は、11.7％

である22。 

                                                        
15 World Education Services, Education in Kenya, 2015 
16 A、A−、B+、B、B−、C+、C、C−、D+、D、D−、E の 12 段階。 
17 岸 真由美「ケニアの高等教育事情」2012 年 
18 日本学術振興会ナイロビ研究連絡センター「ケニアの高等教育報告書」2015 年 
19 Commission for University Education, Status of Universities <http://cue.or.ke/index.php/status-of-universities> 
20 Commission for University Education, Accredited Universities, 2017 
21 岸 真由美「ケニアの高等教育事情」2012 年 
22 World Bank, World Development Indicators 2018 
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2011 年度～2017 年度における国立・私立大学の学生数は、以下のとおり。2011 年から

2017 年の間に国立大学だけで入学生数が 30 万人以上増え、302％の増加率となっている。 

表 8 ケニアの国立大学・私立大学の入学生数 

単位：人 

 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年 2015/16年 2016/17年 2017/18年注 1 

国立大学学部生 141,764    170,417    264,649    323,434    367,757    411,905    439,965 

国立大学大学院生 16,153     24,417      38,318     4,274      59,277      67,407      32,977 

ディプロマ等 5,904       6,856      26,792      32,510       2,786       3,978 NA 

国立大学計 163,821    201,690    329,759    400,218    429,820    479,312    494,896 

私立大学注 2 60,712      54,459      71,646      85,889      76,532      85,195      80,928 

出所：Kenya National Bureau of Statistics, Statistical Abstract 2018 

注：ケニアの学校年度は 1 月～11 月であるが、大学は 9 月～6 月。 

注 1：暫定数値 

注 2：私立大学の学部生、大学院生、ディプロマ等の内訳は、データ入手不可 

 

一方、このような急激な大学進学者数の増加による弊害も生じており、大学の設備不足に

よる教育環境の低下や、教員不足による教育の質の低下も招いている23。さらに、高等教育

需要の高まり及び国内の教育環境の低下を背景に、海外の大学・大学院への留学希望も増え

ていると見込まれ、教育省傘下の高等教育ローン委員会（Higher Education Loans Board）の

ホームページにおいて、教育ローンの案内や国内・海外給付奨学金の案内が出されている。 

1-2. 無償資金協力要請の背景・経緯 

ケニアにおいては、各開発課題を取扱う政府機関・関係省庁の職員・組織・制度・財政等

の能力・体制が、取り組むべき課題に比して総じて不足しているという現状があり、いずれ

の開発課題においても、行政能力の向上と制度構築が課題となっている。 

また、対ケニア国別開発協力方針（2012 年 4 月）では、「持続的な経済・社会の発展の促

進」を基本方針とし、5 つの重点分野の一つとして「人材育成」に重点を置いている。また、

政権中枢で将来活躍が見込まれる若手行政官の人材育成を支援することは、我が国の主要

外交政策である「自由で開かれたインド太平洋」の目指す「法の支配」（ガバナンス能力強

化）や「経済的繁栄の追求」（人的連結性）に合致するものである。 

以上の背景の下、今般ケニア政府より日本政府に対し、2021 年度から同事業 4 期分の留

学生受入計画について要請が出された。本事業による行政官の人材育成を通じ、行政組織の

強化並びに開発課題の解決に貢献することが期待されている。 

                                                        
23 岸 真由美「ケニアの高等教育事情」2012 年 
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1-3. 行政官のキャリアパスおよび人材育成状況24 

(1) ケニアの公務員制度 

ケニアの公務員制度は、2006 年に改訂された公務員規定によって定められている。ケニ

アの公務員は中央政府の省庁、国家委員会、政府研究所、国営企業、地方政府に勤務する者

を指し、公務員制度に係る方針の策定は公共サービス委員会（以下、「PSC」）が所管する。

公務員は A～V までの Job Group に基づく職位が設けられている（表 10 参照）。2018 年の国

家統計局データでは政府公務員数は約 84.3 万人で、うち中央省庁の公務員は約 20 万人であ

る。ケニアでは失業率が高いため、安定した公務員職の人気は高く、公務員には国内の大学

をトップの成績で卒業した者が多いと言われている。 

表 9 公共セクターにおける公務員数25 

2018 年度公共セクターにおける職員数 （単位：千） 

省庁及び司法局、議会等 206.4 

教職員 313.6 

政府組織（Parastatals） 96.7 

政府が 50%以上の株式を持つ組織 47.5 

地方政府 178.7 

合計 842.9 

本調査にて JDS の対象として想定される主要省庁に対して行った。アンケート調査によ

ると、回答のあった 30 機関に所属する公務員の人数は各省庁によって 100 名程度の組織も

あれば、財務省のように 25,000 名以上の組織もあった。30 機関の合計した公務員数は約 5

万 8 千名、40 歳以下は約 9,000 名が確認できた。 

年齢構成では、JDS 修士・博士プログラムの主ターゲットとなる 25 歳から 40 歳の若手職

員の割合が全体の 16%であった。また、組織によって若干の年齢構成に差はあるものの、

JDS 修士プログラムの候補者層である 25 歳から 40 歳の若手職員が全体職員の 30％以上を

占める機関は 30 機関中 12 機関あることがわかった。これらのデータは、政府が過去 10 年

以上若手公務員の雇用を控えていたことを裏付けている。なお、40 歳以下の男女比は、男

性 66％、女性 34％であった。 

                                                        
24 PSC が策定する方針「Human Resource Policies and Procedures Manual for the Public Service, May 2016」及

び同委員会からのヒアリングを基に纏めた。当方針では、公務員の募集、選考、採用、昇進、異動、公務

員サービスの待遇（権利、義務等）等を定めている。 
25 2018 年の国家統計局データ（https://www.knbs.or.ke/download/economic-survey-2019/） 
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図 2 対象機関の年齢構成 

 

図 3 対象機関職員の男女の割合 

なお、SDPS からヒアリングした全中央省庁の公務員に関する統計データによると、40 歳

以下の公務員数は約 2 万 4 千人で、男女比は、男性 60％、女性 40％であった。 

修士号は、先述のように、Assistant Director（Job Group P、グレード 7）以上のポストに就

くための必要条件であるが、回答があった組織に所属する公務員の 15%が修士号を取得し

ていた。 

博士号取得者は18機関78名、回答があった機関の職員数に対して約1%の割合であった。

博士号取得者が 5 名以上確認できた省庁は産業省（16 名）、外務省（11 名）、水資源庁（8

名）等で、アンケート調査で博士留学のニーズが確認された省庁と一致していた。 

なお、ケニア政府は、財政難を理由に過去 10 年間以上若手公務員の採用を積極的に行っ

てこなかったため、省庁全体で若手公務員の数が少ないことが課題となっている。その状況

を改善するため、PSC は 2019 年 10 月に中央省庁にて大学生のインターンの受入を試行的

に開始し、若手公務員の雇用促進を図っている。 

(2) ケニアにおける公務員のキャリアパス 

PSC の発行する公務員制度に関する人事方針「Human Resource Policies and Procedures 

Manual for the Public Service, May 2016」によると、各省庁における人材管理を効果的に実施

するため、各省には人事管理アドバイザリー委員会、能力評価委員会が設置されている。人

事管理アドバイザリー委員会は毎月、能力評価委員会は四半期毎に定例会議を行っている。 

人事管理アドバイザリー委員会は、各組織の事務次官（委員長）、人事局長（事務局）、7
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33%
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名の委員等で成り立ち、①職員の公募、選考、採用、②人事評価、昇進、研修、研修評価に

ついて、各担当職員に対して指導を行う。一方、能力評価委員会は、事務次官（委員長）、

各部門局長、総務局長、企画課長、人事局長（事務局）等で成り立ち、①各組織の戦略に対

する実施状況についての四半期評価、②政府の人事評価制度に基づく人事評価の実施、③人

事制度のモニタリング、人事評価・レポートに関する制度の開発と実施、④報酬、処罰に関

する信頼性の担保についての機能を有している。 

① 公務員の公募と採用 

ケニア公務員の採用方針は PSC が策定し、公務員の採用を実施する。各政府組織は、採

用が必要な空席を含む人事計画を毎年年度当初に PSC へ提出する。JDS のターゲットとな

る、大学卒業者が応募する職位（Job Group）J、K、L については、各省庁が PSC へ報告し

空席の公募への承認を得る。空席情報は PSC のウェブサイトや大学の掲示板、主要な新聞

（毎週火曜日）に掲載される。採用は公平な競争試験の結果によって決められる。なお、管

理職の職位となる Job Group P 以上の空席の補充については、各省で推薦された対象者の人

事評価等を PSC へ提出し、PSC が形成する選考委員会にて面接試験を実施して決定する。 

 

 

公務員の採用プロセス 

 各省内の空席に応じて、採用に必要な資格要件、業務内容を PSC が決定。 

 PSC のウェブサイトや大学の掲示板、主要な新聞（毎週火曜日）に、空席情報が掲載さ

れる。 

 候補者は PSC のウェブサイトを通して必要な情報を入力して応募する。 

 PSC の選考委員会が、応募書類から資格要件によって候補者を絞り込む。 

 ショートリストされた候補者を面接して選考し、合格者を決定する。 

 合格者のリストが、各政府組織へ通知される。 

職位 クラス グレード 必要な条件（学位等） 

Head of Public Service Job Group V 1 
リーダーシップ能力 

学士号（修士以上の学位も条件と

なる） 

Principal Secretary、Director General Job Group U 2, 3 

Secretary、Director Job Group T、S 4, 5 

Deputy Director Job Group R、Q 6 マネージメント能力、技術能力試

験に合格。修士以上の学位も条件

となる。 Assistant Director Job Group P 7 

Principal Officer Job Group N、M 8 能力試験に合格 

Senior Officer Job Group L 9 管理職のエントリーレベル 

Officer I Job Group K 10 学士号以上（＋数年の研修歴） 

Officer II Job Group J 11 学士号（大卒のエントリーレベル） 

一般職 Job Group H - A 12-17 ディプロマ、高卒等 

表 10 ケニア 公務員のクラス・代表的官職位例 
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(3) 昇進と必要な学位、人事異動、人材育成制度 

公務員の昇進に関する方針を含めた公務員人事制度運用の方針は PSC が策定し、その方

針に沿って、P より下位のポストは各省庁に試験の実施が委任され、各省庁が昇進試験を実

施する。昇進に必要な条件は方針によって定められているが、各省庁の専門分野やポストの

条件によっても決められる。PSC によると、昇進には勤務経験年数、勤務評価、学位等が考

慮されるため、学位取得のみにより段階を飛び越えて昇進できるわけではなく、一般的には、

同じポストでの 2～3 年の勤務経験が昇進の条件となっている。そのため、ケニアの公務員

人事制度は、年功序列的な制度ともいえる。ケニアの官職のクラスと昇進に必要な能力及び

試験は表 10 のとおり。大学卒業者は Officer II （Job Group J）、すなわち主任レベルからキ

ャリアが始まる。 

学歴として修士号が必要となるのは Assistant Director (Job Group P) 以上となる。また、

Job Group P以上は PSCの設置する昇進委員会が昇進試験を実施する（Pより下のポストは、

先述のように各省庁に試験の実施が委任される）。各省へのアンケート調査によると、博士

号は一般的には昇進に必要な条件ではないが、政府組織及びポジションにより必要とされ

るケースも確認された。 

昇進試験のプロセス（例：Job Group K のケース） 

 Job Group K のポジションに 3 年勤務後、年度の終わりの人事評価で研修ニーズ及び

昇進に関する確認を行う。 

 昇進の場合、ケニア政府大学校（Kenya School of Government）もしくは専門分野に関

する研修コースを受講。分野によっては試験を課すケースもある。 

 省内の昇進委員会によるインタビューを受ける。 

人材育成のための制度について、PSC が公務員の人材育成・研修の方針を策定し、各行政

機関はその方針に従って組織内の研修を実施している。PSC が推奨する研修分野は、若手公

務員の研修、ビッグ・フォーに関連した研修、リーダーシップ研修、マネージメント研修等

である。 

PSC はまた、これら公務員の研修データの取り纏めを担っており、その年次報告書26によ

ると、2014～2015 年の期間に 3,546 名が研修に参加している。その中の 25.5％が、博士（20

名）、修士（435 名）、学士（139 名）等の長期研修に参加している。 

政府の研修機関としては、PSC の傘下機関であるケニア政府大学校があり、公務員への研

修を担っている。ケニア政府大学校ではリーダーシップ開発、マネージメント、公務員倫理

等についての研修を提供している。各省庁では、昇進予定の職員に同校のコースを受講させ

ている。 

                                                        
26 Public Service Comission, Annual Report For The Financial Year 2014/2015, December 2015 
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ケニア政府大学校の研修の他に、公務員の人材育成・研修が各省庁で実施されている。こ

れら各省庁における人材育成・研修の監督及び評価を担当しているのは、公共サービス省の

SDPS である。その中でも海外研修を含む 6 カ月以上の長期研修の場合、研修員はケニア政

府代表（SDPS27）の承認のもと、所属先との間に Training Bond（研修に係る契約）を締結す

る必要がある。当該契約では、研修後、公務員として勤務する条件（復職期間等）が定めら

れている。所属先との雇用条件によって、研修中に給与も支給される。Training Bond はケニ

ア政府の Comissionaer for Oaths （宣誓管理官）が保証する法律文書である。なお、Training 

Bond の締結に係る政府内の手続きに 1~2 カ月の期間を要するため、余裕をもって手続きを

開始する必要がある。 

長期研修に係る契約内容や条件は Public Service Training Bond Guidelines に定められてい

る。当ガイドラインによると、研修期間により復職期間が定められている（半年～1 年以下：

1 年間、1 年～2 年：2 年、2～3 年：3 年、3 年以上は不在期間によるが 5 年以下とする）。

また、復職義務期間を満たす前に公務員を辞める場合は、復職しなかった期間の比率によっ

て研修に係る費用を政府へ返済する必要がある。 

ドナーの研修・奨学金プログラムの政府窓口もまた SDPS が担当している。当局の中にド

ナー毎の担当者が任命され、日々これらプログラムの実施を行っている。 

モンバサ・カウンティの公務員制度について 

当カウンティの公務員制度については、ケニアの法律の下、カウンティ独自で職員（地

方政府公務員）の採用・昇進を行っている。 

採用と昇進についてカウンティの Public Service Board が担当している。Public Service 

Board はカウンティ政府内の部局と異なり、独立した組織であるが、職員は当カウンティ

に所属する地方政府公務員である。 

昇進に関しては 3 年の勤務が必要となる。インタビューに出席した人事局の Chief 

Officer（中央政府の Principal Secretary に相当）は 33 年間当カウンティに（カウンティの

前身の組織の時期から）勤務しており、カウンティに勤務しながら学士、修士、博士号を

取得していた。また、修士号取得後に 2013 年から Chief Officer に就いており、修士号、

博士号は昇進に多大に影響するとの言及があった。 

 

  

                                                        
27 SDPS によると、各政府組織の人事局内に SDPS デスクがあり、彼らが各組織内の研修実施の承認を担

当している。 
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(4) ジェンダー配慮 

ケニアは、1984 年に「女性に対する差別撤廃条約（CEDAW）」を批准した。同国におけ

る一般的なジェンダー格差の状況について、2018 年の世界男女格差指数では、149 カ国中

76 位に位置し、ジェンダー主流化をさらに促進するためにケニア政府は努めている。 

ジェンダーに関するナショナルマシナリーとしては、国家ジェンダーと平等委員会法に

より、2011 年 8 月、国家ジェンダーと平等委員会が設立された。当委員会は、国内法だけ

でなく、CEDAW や持続可能な開発目標（SDGs）等の国際条約で定めた方針に沿い、女性や

子供の権利等を所管する政府の委員会として活動している。また、ケニア政府における国民

の平等を監視する組織として National Cohesion and Integration Commission がある。さらに、

公共サービス・ジェンダー省も地域社会におけるジェンダー主流化を促進する一翼を担っ

ている。 

ケニア政府は、「ビジョン・2030」の中で、女性の全面的で平等な社会参加を国家開発の

視点でも重要事項として掲げ、政府全体としてジェンダー主流化を進めている。 

ケニアの公務員制度では、男女のいずれかの性が政府組織内の 3 分の 2 以上を占めるこ

とを禁じている。PSC は、公務員制度におけるジェンダーの平等を含む事項について、四半

期毎に各省と共に報告書にまとめる義務があり、年次報告書を政府及び大統領へ提出して

報告する義務がある。 

なお、実際 SDPS から共有された中央省庁の公務員データでも、女性は全体の 40%を占め

ていた。また、人材育成方針にもジェンダー主流化が反映され、男女が平等に研修を受ける

ように配慮されていた。 

1-4. 我が国の援助動向 

1-4-1. 我が国の援助動向 

ケニアにとって、我が国の対ケニア経済協力実績は DAC の中で第 3 位（2017 年）であり

重要なドナーの 1 つとなっている。無償資金協力を始め様々な ODA 事業を実施しており、

その総額は累計で 3,183.52 百万ドル（2017 年度まで）となっている。2017 年度末までの対

ケニア協力額の累計は、援助形態別にその内訳を見ると、有償資金協力 888.65 百万ドル、

無償資金協力 1,196.18 百万ドル、技術協力 1,098.70 百万ドルにのぼる。 

  



 

16 

図 4 主要ドナーによる対ケニア援助実績推移（DAC のみ）（支出総額ベース）28 

ケニアに対する我が国の ODA の基本方針では、「持続的な経済・社会の発展の促進」を

大目標に設定し、「当国は『ビジョン・2030』という長期開発戦略に基づき、2030 年までの

中所得国入りを目指している。我が国は、ケニアの開発計画である『ビジョン・2030』及び

『ビッグ・フォー』で掲げられている目標への達成に貢献するため、5 つの援助重点分野（中

目標）への支援を重点的に展開していく」としている。また、援助重点分野に紐づき 13 の

開発課題（小目標）が設定されている（表 11 参照）。 

表 11 我が国の対ケニア国別開発協力方針 

基本方針（大目標） 重点分野（中目標） 開発課題 （小目標） 

持続的な経済・社会の

発展の促進 

経済インフラ整備 

・輸送インフラ整備 
・電力アクセス改善 
・民間セクターの開発 

農業開発 ・市場に対応した農業開発 

環境保全 
・水資源保全 
・気候変動対策 
・環境管理能力向上 

人材育成 
・基礎教育の充実 

・高等教育の拡充 

保健・医療 
・エイズ・感染症問題の改善 

・保健システム強化 

その他 
・南南協力 

・平和構築・定着 

 

                                                        
28 OECD Query Wizard for International Development Statistics (http://stats.oecd.org/qwids/) を纏めた。（2020 年

3 月 19 日閲覧） 

0

200

400

600

800

1000

1200

2013 2014 2015 2016 2017

（百万米ドル）

米国 英国 日本 ドイツ オーストラリア



 

17 

1-4-2. 我が国の留学制度 

2018 年 5 月 1 日時点、国費・私費いずれを含む日本への留学生総数は 298,980 人29であ

る。出身地域別留学生の割合については、アフリカ地域からの留学生が全体の 0.8%となっ

ている。出身国別留学生数では、2018 年度の記録ではケニアからの全留学生数は 180 人で

ある。その中でも、特に日本へ留学する私費留学生が年々増加しており、2009 年では私費

留学者数は 66 人であったが、2015 年以降大幅に私費留学生数が増え、2018 年は 133 人と

なり、10 年間で 2 倍以上に増えている。 

 

図 5 ケニアから日本への留学生数 

我が国政府による、ケニアからの留学生を含む外国人に対する留学生事業は、主に 5 つの

機関によって実施されている。JDS と同様に、行政官を対象としたものは、文部科学省国費

外国人留学制度、日本政府から国際機関への拠出金を通じた奨学金事業、JICA の長期研修

員の 3 つに大別される。表 12 は、これらの概要を整理したものである。 

  

                                                        
29「平成 30 年度外国人留学生在籍状況調査結果」、2018 年、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO） 
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表 12 ケニアにおける我が国の留学制度 

実施機関 事業名 趣旨等 

文部科学省 国費外国人留学制度 
日本と諸外国との国際文化交流を図り、相互の友好親善を促

進するとともに、諸外国の人材養成に資する。 

日本学術振興会

（JSPS） 

外国人研究者 

招へい事業 

個々の外国人特別研究員の研究の進展を支援するとともに外

国人研究者との研究協力関係を通じた日本の学術研究の推進

及び国際化の進展を図る。 

論文博士号取得希望者

に対する支援事業 

アジア・アフリカ諸国の優れた研究者が日本の大学において

大学院の課程によらず論文提出によって博士の学位を取得で

きるように支援する。対象国の学術研究水準の向上と日本と

対象国の学術交流関係の発展を目的とする。 

外務省 

日本／世界銀行共同大

学院奨学金制度

（JJ/WBGSP） 

欧米、日本等の開発関連分野の修士課程において学ぶ機会を

途上国の中間管理職の人々に対して提供する。25年以上前

より日本政府の拠出金により運営されている。これまで

5,000人以上が受給、2億ドル以上が日本政府から執行され

ている。開発途上国の官民両方が対象。 

日本アフリカドリーム

奨学金プログラム

（JADS） 

 

関連する専門的な経験および自国の開発に従事してきた歴史

を持つアフリカ開発銀行（AfDB）加盟国を対象に、エネルギ

ー開発もしくは関連分野における大学院プログラムで、奨学

生は帰国後に母国へ戻り、得た知識と技術を使って自国の持

続可能な開発に寄与することが求められている。 

JICA 

長期研修員 

開発途上国の JICA事業のカウンターパートや相手国政府関

係機関の優秀な若手人材を 1年以上受け入れ、総合的かつ高

度な知識・技術を習得させる技術協力事業。 

アフリカの若者のため

の産業人材育成イニシ

アティブ(以下、「ABE

イニシアティブ」)

「修士課程およびイン

ターンシップ」プログ

ラム 

アフリカ諸国において産業開発を担う優秀な若手人材を外国

人留学生として、修士課程へ受け入れ、また日本企業への見

学およびインターンシップ実習を行うプログラムとなってい

る。プログラムを通じて、アフリカにおける産業開発に資す

る日本とアフリカの間での人脈が形成され、日本企業がアフ

リカにおいて経済活動を進める際の水先案内人として活躍す

ることが期待されている。 

SDGs  

グローバルリーダー 

コース 

アジア、大洋州、中南米、アフリカ諸国の行政官等が、日本

の大学院の博士・修士課程で学び、学位取得を目的としてい

る。将来、各国が抱える持続可能な開発目標（SDGs）の政策

課題の解決に向け、政策決定に深く関わるトップリーダーと

なること、そして、日本の関係者（官公庁、民間企業、大

学、NGO、JICA 等）と各分野のネットワークを構築・強化

し、結果として、日本を良く知る人材の育成、日本との繋が

りを強化することを目指している。 

国際交流基金 
日本研究 

フェローシップ 

海外における日本研究を振興するために、日本について研究

する学者・研究者・博士論文執筆者等に、日本での研究・調

査活動を行う機会を提供する。自然科学・医学・工学分野は

対象外。期間は最長 14カ月まで。 
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(1) 国費外国人留学生制度（文部科学省） 

我が国がケニアに対して実施している留学生制度として、1954 年度に創設された「国費

外国人留学生制度」がある。当制度で実施している「研究留学生」プログラムは本事業と同

じ大学院レベルの留学制度である。 

国費留学生の内訳では、修士留学者の数は、2009 年度から 2018 年までの 10 年間に計 103

名を受け入れている。博士留学者の数は、2009 年度から 2018 年までに計 217 名を受け入れ

ている。なお、在ケニア日本大使館によると、ケニアの国費留学生のほとんどが民間人で、

公務員は少ない。修士・博士課程の留学生を対象とする研究留学生プログラムでは、大使館

推薦で毎年 5~6 名の留学生がケニアから来日している。研究分野は理系（工学、電子工学、

物理学等）が中心となっている。 

表 13 国費外国人留学制度における大学院課程を対象とするプログラム 

プログラム名 研究留学生 

目的 

日本と諸外国との国際文化交流を図り、相互の友好親善を促進するとともに、諸外国

の人材養成に資する。日本の大学にまず研究生として 1年半～2年間学び、当該期間に

大学院（修士・博士）の入学試験に合格すれば、奨学金給付期間が延長される。日本

語能力のない者はそのうち半年間が予備教育機関となる。 

設立年 1954年 

募集分野 日本の大学院で受け入れ可能な全ての分野 

教授言語 
日本語または英語 

（積極的に日本語を学習しようと意欲のある者） 

定員 なし 

主な資格要件 
年齢：35歳未満 

職務経験：不問（学部生も対象） 

選考方法 在外公館による選考・推薦、日本の大学による推薦 

(2) ODA による留学スキーム 

ODA による留学スキームでは、JICA の技術協力による長期研修員受入の実績があり、現

在ケニアでは、ビジネスの水先案内人の育成に主眼を置いた ABE イニシアティブ、研究者

を育てることに主眼を置いた SDGs グローバルリーダー・コースが実施されている。 

2014 年から始まった ABE イニシアティブでは、2018 年度までに計 150 名（5 期生まで）

がケニアから来日し、ビジネス、経済、保健、農業分野を含め多岐にわたる分野で学ぶと共

に日本企業でインターンシップを行っている。また、ケニアでは当プログラム開始から公務

員及び民間人を対象としてきたが、2020 年度来日生（7 期生）以降から民間人を主要ターゲ

ットとする予定である。 
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表 14 ABE イニシアティブ 

目的 

アフリカ諸国において産業開発を担う優秀な若手人材を外国人留学生として、修士課

程へ受け入れ、また日本企業への見学およびインターンシップ実習を行うプログラム

となっている。プログラムを通じて、アフリカにおける産業開発に資する日本とアフ

リカの間での人脈が形成され、日本企業がアフリカにおいて経済活動を進める際の水

先案内人として活躍することが期待されている。 

プログラム 修士課程 

募集分野 主に工学系、農学系、経済・経営学系をはじめ、全ての学術分野を対象 

教授言語 英語 

対象 アフリカ全 54カ国の公務員及び民間人 

主な資格要件 年齢：40歳未満 

選考方法 書類選考、面接等 

ケニアでは、SDGs グローバルリーダー・コースにて大学の研究者をメインターゲットと

している。 

表 15 SDGs グローバルリーダー・コース 

目的 

アジア、大洋州、中南米、アフリカ諸国の行政官等が、日本の大学院の博士・修士課

程で学び、学位取得を目的としている。将来、各国が抱える持続可能な開発目標

（SDGs）の政策課題の解決に向け、政策決定に深く関わるトップリーダーとなるこ

と、そして、日本の関係者（官公庁、民間企業、大学、NGO、JICA等）と各分野のネッ

トワークを構築・強化し、結果として、日本を良く知る人材の育成、日本との繋がり

を強化することを目指している。 

プログラム 修士課程、博士課程 

募集分野 
行政・公共政策、財政・金融、国際関係、ビジネス、国際貿易・投資（国によっては

他分野での受入可能性有）に関する政策課題や開発課題 

教授言語 英語 

対象 公務員、研究者等 

主な資格要件 年齢：40歳未満 

選考方法 書類選考、面接等 

ケニアで 2020 年度から新しく導入される予定の JDS では対象を公務員としているため、

他の人材育成プログラムとは同国の若手リーダーを育成する事業としてお互いにその特徴

を活かして補完関係にある。 
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表 16 ケニア 各 JICA 長期研修事業（留学プログラム）の特徴 

JICA 長期研修事業 対象プログラム 対象グループ 

ABE イニシアティブ 修士課程 
ビジネス・経済分野の民間人及

び公務員 

SDGs グローバルリーダー・コー

ス 
修士・博士課程 

教育機関及び研究所職員（研究

者） 

JDS（修士・博士） 修士・博士課程 公務員 

(3) 現地における同窓会活動 

ケニア国内で活動する、我が国へ留学した留学生の同窓会としては、文部科学省奨学金帰

国留学生同窓会（Kenya Japan MEXT Alumni）、世界青年の船、一般財団法人海外産業人材育

成協会（AOTS）同窓会、JICA ケニア帰国研修員同窓会 JICA Ex-Participants Alumni of Kenya 

（JEPAK）、KAKEHASHI アフリカなど 5 つの同窓会組織があり、これらを束ねる形として、

日本同窓会協会 Kenya Japan Alumni Association（KEJAA）が設立された。 

① JICA ケニア帰国研修員同窓会 JEPAK (JICA Ex-Participants Alumni of Kenya) 

 1989 年に設立され、JICA事業の研修修了者で構成されており、修了生は官民にまた

がり、セクター、地域とも多様である。会員は、短期研修、長期研修員含めて 2019

年 10 月時点にて 5,000 名ほどであるが、活動的な会員は 100 名程である。 

 2 年ごとに総会を開催し、選挙によって会長など役員会のメンバーを選出する。役員

会はシニア会員が多く、会長の役割は、主に役員会の開催や活動の企画、JICA 等と

の調整となる。 

 毎年 4 月に 1 年間の組織の活動予算を組む。年間予算は約 1.2～1.3 百万ケニアシリ

ング（KES）であり、予算源は JICA からの補助金のほか、メンバーの会費徴収から

成る。一般会員の年会費は 1,500 KES／年で、特別会費（永久会費）は 5,000 KES

である。会費を支払っているのは活動的な会員のみとなり、会の活動は予算に応じて

決められるため、予算が少ない時は活動の規模も小さくなってしまうことが課題と

なっている。 

 JEPAK の主な活動 

 年次会合、ニュースレターの発行 

 カンファレンスの開催（保健や農業などの課題別、2019 年度は Post TICAD 7 の

カンファレンスを開催予定） 

 スタディツアーの実施（2019年 8月にはオルカリア発電所やナイバシャを視察） 

② 文部科学省奨学金帰国留学生同窓会（Kenya Japan MEXT Alumni）30 

 2008 年設立。日本留学者で構成されており現在 129 名が登録している。年次総会を

開催し、その場で同窓会活動等を話し合って決めている。 

                                                        
30 帰国留学生会：アフリカ参照（https://www.studyinjapan.go.jp/ja/network/list/africa/ ）（3 月 26 日参照） 
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 活動内容 

 日本留学に関する情報提供関連ニュースレターの発行 

 日本文化紹介関連 

③ KAKEHASHI アフリカ 

 ABE イニシアティブ研修員によって組織されたネットワーク 

 約 450 人のメンバーが運営・活動 

 「水先案内人」として、日本企業への情報提供、勉強会、ネットワーキング、コンサ

ルティングサービス、人材紹介等を実施 

 2018 年ケニアにて正式に NPO 法人として認定 

 

1-4-3. 日本の大学の活動状況 

日本の多くの大学がケニアから留学生を受け入れている。先に記載のように、2018 年ま

での 10 年間でケニアからの年間留学生数は約 2 倍に増えている。また、同国における日本

の大学による学生獲得と大学間交流の促進のための活動も活発化している。 

KAKEHASHI アフリカ、東アフリカ地域代表からのメッセージ 

（Mr. SATI Arthur：大阪大学情報科学研究科修士課程修了） 

高い技術力を背景に、日本留学は自身の知識をさらに深めるための素晴らしい選択でし

た。日本の技術・研究開発能力はケニアをはるかに上回っています。その日本で、ABE イ

ニシアティブを通して日本留学して様々な経験を積むことは、自身の力では手が届かない

キャリア形成の絶好のチャンスでした。 

現在、ケニアの大学で情報技術を教えています。私は大阪大学の修士課程に留学しまし

たが、現在のキャリア形成には必要不可欠でした。次の目標としては、博士号を取得して

自身の知識と研究の専門性をさらに向上させたいと願っています。 

留学中は、日本企業とのビジネス・ネットワークも構築することができました。留学後

は、KAKEHASHI アフリカの創設メンバー兼会長として、文字通り、日本とアフリカの間

の良好な関係とビジネス・ネットワークの構築も促進しています。 

ケニアの公共サービスでは、特に政策の策定と実施のために高度な研修と専門知識を持

つ人材が必要とされています。高度な専門知識を持つ人材が不足することにより、ビッグ・

フォーとビジョン・2030 の実現が妨げられる可能性もあります。JDS という若手公務員の

ための奨学金プログラムは、本当に適切なタイミングでケニアに導入される事業であり、

公務員の人材育成にとっては絶好のチャンスです。私はすべての若手公務員に JDS 留学を

強くお勧めしたいと思っています。 
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一例では、文部科学省委託事業「日本留学海外拠点連携推進事業（アフリカ・サブサハラ）」

31の一環として、2019 年 9 月に首都ナイロビで、北海道大学の主催による日本留学フェアが

開催された。日本からは北海道大学のほか、秋田大学、愛媛大学、岡山大学、帯広畜産大学、

京都大学、東洋大学、長崎大学、山梨学院大学、あしなが育英会の計 9 大学 1 機関が参加し

た。また、日本留学フェアのサイドイベントとして、日本留学促進を目的にすると共に、日

本とケニアの大学間交流を深め、将来の共同研究と学生交流の活性化を視野に入れた学術

交流ワークショップも開催された。 

ナイロビに北海道大学のアフリカルサカオフィスのサテライト拠点の設置もすすめられ

ており、今後当サテライト拠点を中心に、日本とケニアの学生交流の促進が予定されている。 

また、長崎大学は 2005 年からケニアに大学教員が常駐する研究施設を開設し、熱帯地域

における研究を先端化させるとともに、熱帯医学修士課程や国際健康開発研究科の教育・人

材育成を行っている。 

さらに、同国ではジョモ・ケニヤッタ農工大学のように、長期にわたり京都大学や岡山大

学が中心となり、のべ 50 を超える日本の大学が同学への支援に協力すると共に、大学間の

交流が続いているグッドプラクティスもある。 

1-4-4. 民間の協力・交流状況32 

我が国とケニアの貿易額（2018 年）は、対日輸出 76.9 億円に対して、対日輸入が 990 億

円となっており、我が国から同国への大幅な輸出超過となっている。主要品目は、ケニアか

らの輸入が切り花、紅茶、コーヒー等、我が国からの輸出が輸送機器、鉄鋼、一般機械であ

る。我が国からの直接投資は 3 億円（2016 年）である。 

ケニアに進出する日本企業数は現在 54 社が進出し、首都のナイロビには、三菱商事等の

総合商社や日本郵船等の海運・物流サービスを含む日本企業の多くが拠点を置いている。

JETRO が 2017 年度に実施した「アフリカ進出日系企業実態調査」ではケニアは、「市場拡

大と成長性」等の理由から、注目国のトップに位置付けられている。2017 年度以降、製造

業、物流業社が同国に支店や販売拠点を設立する動きが加速している。 

                                                        
31 北海道大学は、2014 年より文部科学省から委託をうけ、アフリカのルサカオフィスを拠点として「留

学コーディネーター配置事業（サブサハラ・アフリカ）」を実施。サブサハラ・アフリカにおける専門人

材育成への貢献と日本の大学の教育・研究基盤拡大および多様化を目的とした留学生受入れを目指し、留

学フェアを企画実施するなどの活動を行っている。北海道大学ホームページ

（https://www.hokudai.ac.jp/international3/internationalization/overseaoffices/lusaka/）（2020 年 4 月 15 日閲覧） 
32 外務省ホームページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kenya/）（2020 年 4 月 15 日閲覧） 
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ケニアにて、JETRO が現地における我が国と現地企業をつなぐ試みを積極的に実施して

おり、現地政府・企業関係者及び現地でビジネス活動を行う日本企業を招き、ビジネスフォ

ーラム等を開催している。また、2020 年 1 月には、TICADⅥ及び TICAD7 の成果を踏まえ、

我が国の提唱する「質の高いインフラ投資」の理解を促進し、案件形成のための意見交換を

行い、本邦インフラ関連企業の現地進出を支援することを目的として、御法川国土交通副大

臣がケニアを訪問し、同国の政府要人に対して質の高いインフラ輸出に係るトップセール

スを行った。 

なお、ABE イニシアティブで留学したケニアの研修員の中に、日系企業や JICA の事業で

活躍する者は多く、帰国後は日系企業と母国との架け橋となり活躍している。例えば、2014

年に来日した Mr. MAITAI Christopher Mutuma（宮崎大学大学院工学研究科）は、仲間と共同

でアビバ・テクノロジー社を創立すると共に、同氏が ABE イニシアティブに参加して築い

たネットワークを生かして、10 社以上の日本企業との業務連携に取り組んでいる。 

1-5. 他ドナーの援助動向 

ケニアに対するドナーの援助実績については、DAC の支出総額データ（2018 年）による

と、1 位米国、2 位英国、3 位日本、4 位ドイツ、5 位フランスとなる。援助分野としては、

エネルギー、経済、平和と安定の確立等がドナーの共通した対象分野となっている。 

ケニアに対して二カ国間協力を実施しているドナーの中での借款供与額では、中国が 1 位

となる。中国は、一帯一路構想の一環として各種大型インフラ事業を実施していることから、

中国からの借入は今後も増加傾向にある。なお、2 位は日本、3 位はフランス、4 位のドイ

ツである33。 

奨学金プログラムについては、ケニアでは様々なドナーにより奨学金プログラムが実施

されている。JDS と同様、行政官の育成を主な目的とする留学事業は英国政府奨学金（コモ

ンウェルス奨学金）、中国政府奨学金及び韓国国際協力団（以下、「KOICA」）の奨学金事業

がある。 

他に、公務員だけでなく民間セクターも含め広く優秀な留学生を公募するものとしては、

インド政府奨学金、英国政府（チーヴニング奨学金）等の奨学金プログラムがある。一般公

募の奨学金については、これら奨学金を利用して公務員も留学しているため、これら奨学金

事業も JDS の競争相手となる可能性が高い。特にチーヴニング奨学金では、毎年 2,000 名の

応募があり、ケニアと英国の歴史的背景からも人気が高く、その募集時期や公募・選考の方

法に留意する必要がある。 

  

                                                        
33 外務省ホームページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kenya/）（2020 年 3 月 26 日閲覧） 
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表 17 ケニアにおける主な他ドナーの留学事業（主に公務員を対象） 

事業名 対象 学位 分野 受入人数 

英国政府奨学金 

（コモンウェルス奨学金） 

公務員 

大学教員 
修士、博士 特に無し 約 37 名／年 

中国政府奨学金 公務員 学士、修士、博士 社会科学、自然科学、等 約 30 名／年 

KOICA 奨学金 

（KOICA Scholarship 

Program） 

公務員 修士 
公共政策を中心とした多

岐にわたる分野 
約 12 名／年 

 

表 18 ケニアにおける主な他ドナーの留学事業（一般公募） 

事業名 対象 学位 分野 受入人数 

インド政府奨学金 公募 学士、修士、博士 多岐にわたる分野 約 52 名／年 

英国政府奨学金 

（チーヴニング奨学金） 
公募 修士 政治、国際関係、経済等 約 32 名／年 

 

① 英国政府奨学金（コモンウェルス奨学金） 

コモンウェルス奨学金は、1959 年に創設され、ケニアでは公務員を対象として、1 年修

士、3 年博士プログラムを提供している。分野は科学、技術、保健医療、平和構築、レジリ

エンス能力の強化等。資格要件は、修士は 35 歳以下、博士は 45 歳以下である。なお、博士

については、公立大学教員を優先している。フルスカラシップである。 

応募方法は、ケニア教育省のウェブサイトから専用の応募書類を入手し記入すると共に、

コモンウェルス奨学金のウェブサイトにて応募書類を作成し提出する。また、これらの応募

書類及び他必要書類（卒業証書、出生証等）の一式を教育省へ送付する。 

2015 年には 33 名が選ばれ、女性 14 名、男性 19 名が修士、博士留学生として派遣され

た。同窓会組織としてはコモンウェルス奨学金同窓会があり、活発に活動を展開している。 

② 中国政府奨学金 

ケニアでは、近年一帯一路政策の一環として、中国政府からの援助が増加している中、中

国政府の奨学金事業を利用して中国へ留学する学生数も増加している。中国政府が提供す

る奨学金プログラムの中には、中国語で授業を受けるコースがあるが、その場合は 1 年間中

国語を勉強した上で大学へ進学することになる。教育省によると、大学進学の前に中国語を

1 年間学習する場合、長期間職場を離れることになるため、公務員にとっては言語が中国留

学のハードルとなるケースもある。 
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公務員を対象とする奨学金プログラムでは、分野は特に設定されていないが、年齢につい

ては、学士は 25 歳以下、修士は 35 歳以下、博士は 40 歳以下を条件にしている。フルスカ

ラシップである。 

応募方法に関しては、応募者はウェブサイトを通して応募し、在ケニア中国大使館が選考

を実施している。教育省のウェブサイト情報では、当プログラムでは年間約 30 名の留学生

を受け入れている。 

③ KOICA 奨学金事業 

KOICA の奨学金事業では、ケニアに特化した、分野、人数の設定はない。応募条件等は

全て KOICA 本部が決定し、全対象国からほぼ同じ条件で受入れている。博士課程での受入

れは無い。当奨学金には KOICA の対象国から応募が可能で、2019 年は 12 名、2018 年は 13

名、2017 年は 5 名と年によって合格者数は異なる。ただし、対象は公務員のみとなってお

り、ケニアでは公共政策分野への応募者が多い。フルスカラシップである。 

ケニアでは、政府が若手公務員の雇用を長期間してこなかったため、公務員の平均年齢が

高く 40 歳以下の公務員数が少ないため、応募条件として現在 45 歳を上限にしているが、

40 歳に下げることを検討している。地方政府（カウンティは若い政府で若手が多い）を対

象とするのであれば、40 歳に下げても候補者が集まる可能性がある。 

SDPS を通して公募を行っているが、応募者が集まらないため、KOICA 事務所自身でも

広報セミナーを実施して候補者を募っている。 

ジェンダー配慮の方針を導入し、留学生の 40%以上が女性となるように取り組んでいる。

また、留学生の派遣前研修では、ケニアに特化してジェンダー研修等を実施している。留学

生に問題があれば、所属省と相談し、解決を図っている。 

帰国後には、年に一回同窓会を行い、長期・短期研修を含めた同窓生間の意見交換セミナ

ー等の実施や、2000～3000 米ドルの予算を同窓会に委託して、イベントを実施している。

長期・短期を含めた同窓会のウェブサイトや SNS（Facebook）で情報交換を行っている。 

④ インド政府奨学金 

インド政府はケニアだけに特化した奨学金事業及び研修を実施しておらず、インド政府

の全支援国を対象に ITEC (Indian Technical Economy Cooperation)、ICCR (The Indian Counsil 

for Cultural Relations)、IAFS (India-Africa Forum Summit)の 3 つの研修プログラムを実施して

いる。 

研修プログラムの中でも、学士・修士・博士プログラムに関する資格要件は、ケニア国民

を対象として、学士は 25 歳以下、修士は 35 歳以下、博士は 45 歳以下である。分野設定は

特に無い。フルスカラシップである。 
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修士等の長期研修を含むすべての研修では、応募者は各研修専用のポータルサイトにア

クセスして応募する仕組みであり、選考はインド本国にて行われている。大使館はケニア外

務省への情報の送付、関係省庁からの応募を促進するのみとなる。なお、ジェンダー配慮等

は特に行っていない。 

また、長期を含むすべての研修員に、研修終了後特に条件を設定していない。公務員であ

れば、所属先が帰国後の条件を設定している。 

⑤ 英国政府奨学金（チーヴニング奨学金） 

チーヴニング奨学金事業は、1983 年に創設され、秋（9～10 月）から始まる 1 年修士プロ

グラムである。分野は政治、国際関係、経済など、多岐にわたり、特に限定されていない。

資格要件も、特に無い。フルスカラシップである。 

ケニアでは現在に至るまで約 490 名を英国の大学院へ派遣し、2019 年は 32 名を派遣し

た。卒業生にはスポーツ文化省の大臣や裁判官等も輩出している。 

選考には約 8 か月を要し、毎年 2,000 名ほどが応募している。8~11 月までの応募書類締

め切り後、3 回の選考を経て、ショートリストに残った約 100 名が大使館での面接へ進むこ

ととなる。募集活動は、ウェブサイトや SNS（Twitter、Facebook）、ナイロビ、モンバサ以

外のカウンティへの訪問、ラジオ、卒業生の口コミなどを活用して幅広く実施している。 

なお、留学生の選考ではジェンダーバランス、地域バランスも配慮しているが、特別な割

合を決めているわけではない。 

帰国後の留学生のフォローアップには、電話、e メール、SNS（WhatsApp）等を利用して

フォローアップに努めているものの、連絡先や職場の変更等もあり、ネットワークの維持・

管理が課題となっている。 

同窓会組織には帰国した留学生 100 名が登録しており、同窓会イベント、ネットワーキ

ング、大使館イベントへの参加等がある。同窓会長を選んでイベント運営等を学生たちに任

せているが、これらはボランティア活動となる。一年に一度はイベントを企画しているが、

ボランティアベースであることから自立して活動することは難しい。 

1-6. 対象機関の人材育成ニーズ及び人材層の状況 

JDS の成果発現の前提条件となる、適格な人材の選出に向け、対象機関の人材育成ニーズ

や人材層の状況を把握するため、JDS の対象機関として想定される主要省庁に対してアンケ

ートと聞き取り調査を実施した。 

(1) アンケート調査の概要 

2019 年 10 月から 2020 年 3 月にかけて、想定する対象機関に対してアンケートを実施し

た。アンケート用紙は英語で作成した。 

 アンケート送付日：2019 年 10 月 
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 締切：2019 年 10 月 

 送付先：35 政府組織（JICA から対象機関として推薦があった中央省庁及び局） 

 回収率：約 86%（35 組織中、30 組織が回答） 

(2) 聞き取り調査の概要 

国内における既存資料分析結果及びアンケート調査の結果を踏まえて、2019 年 10 月～

2020 年 3 月にケニアでの現地調査のため、30 の主要対象機関及び他政府機関を訪問して、

人材育成ニーズや開発課題を聞き取った。併せて、2020 年 7 月以降に実施予定の JDS への

協力依頼を行った。また、各対象機関にて、人事担当者から聴き取りを行うだけでなく、JICA

事務所からも聴き取りを行い、JDS との連携可能性や他 JICA 事業を踏まえた JDS への要望

等を聞き取った。 

(3) 本調査のファインディング 

① 人材育成ニーズ 

対象機関へのアンケート及びヒアリングでは、共通する人材育成ニーズとして、職員の行

政運営能力、政策策定能力、プロジェクト運営能力の強化に関するニーズ、各セクターに関

する専門的能力強化等が挙げられた。 

地方分権・Arid and Semi-Arid Lands（以下、「ASALS」）省からは、ASALS と呼ばれる乾

燥地域での生計向上やコミュニティ統合の必要性から、レジリエンスの構築、生計支援の知

識、平和構築の知識と技術、ガバナンスについてのニーズが挙げられた。 

産業省からは、上記の共通する人材育成ニーズに加え、ビジョン・2030 の経済目標を達

成するため、競争力のある製造部門を創出することを目指し、専門分野として技術革新、研

究開発、繊維製品、特許、商標および登録、中小企業経営等についての人材育成ニーズ及び

管理職を対象とする博士留学についてのニーズが挙げられた。 

司法長官オフィスからは、法律および政策における新たに出現する国内・国際的法律上の

課題（商法、取引法、金融取引法、国際法、国際貿易投資法、海法、石油・ガスに関する法、

公共政策、法の作成等での課題）に対応するための人材育成についてのニーズが挙げられた。 

エネルギー省からは、スマートグリッドパワーシステム管理、電力システム計画、地理空

間、プロジェクトの技術的および財務モデリングについての人材育成ニーズが挙げられた。 

なお、アンケート調査で確認した対象機関の人材育成ニーズを表 19 にまとめた。  
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表 19 主要対象機関の人材育成に関する優先分野 

対象機関 優先順 1 位 優先順 2 位 優先順 3 位 

公共サービス・ジェンダ

ー省 
業務管理と改善 人材管理と育成 

ICT とイノベーショ

ン 

財務省 財務管理と監査管理 
人事管理における法

的および調査スキル 

現金管理を含む債務

リスクと負債管理の

フレームワーク 

産業省-産業局 
プロジェクトのモニ

タリングと評価 
交渉技術 

政策策定とプロジェ

クト実施 

産業省- 貿易局 

組織が適切に機能

し、成長するために

必要な職員の技能の

向上 

能力向上の機会提供 

仕事環境に応じてよ

りダイナミックに対

応可能な能力強化 

農畜水産・灌漑省- 家畜局 専門技術能力の開発 

家畜部門に関連する

修士号および博士号

プログラム 

  

地方分権・ASALS 省- 

ASALS 局 

レジリエンスの構築/

生計支援のための知

識と技術 

平和構築における知

識と技術 
ガバナンス 

運輸インフラ省- 運輸局 
長期的保管コストの

削減 
資金調達と管理 人材の電子管理 

エネルギー省 
スマートグリッドパ

ワーシステム管理 

電力システム計画-地

理空間 

プロジェクトの技術

的および財務的モデ

リング 

司法長官オフィス 

新たに出現する国内・国際的法律上の課題（商法、取引法、金融取

引法、国際法、国際貿易投資法、海法、石油・ガスに関する法、公

共政策、法の作成等での課題） 

国土委員会 
土地評価、調査、土

地管理 

コーポレートガバナ

ンス 

人材の管理と慎重な

財務管理 

② 博士留学のニーズ 

アンケート調査にて、博士留学が必要

かどうか質問したところ、当質問に回答

した 30 機関中 26 機関（87％）が博士留

学を「必要」と回答した。つまり、概ね

全ての機関にて博士留学の必要性が認

識されていた（図 6）。 
87%

13%

必要

必要無い

図 6 博士留学のニーズ 
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中でも、エネルギー省は「本省は現在、新しい地熱発電とグリーンエネルギー分野の強化

を進めているため、当分野の研究と地理・空間分析を専門とする職員が必要であり、博士留

学が必要となっている」と回答している。また、PSC は「博士課程で学ぶことで、PSC で重

要な任務となる公務員の人事管理ポリシーとガイドラインの開発、パフォーマンス改善と

公共サービス提供プログラムの実施等が可能となる」と回答している。また、運輸インフラ

省でも「博士課程で学ぶことは省内の研究・分析に貢献すると共に、効果的な事業モニタリ

ング、官民パートナーシップの構築、効果的なサービス提供のための政策を策定するのに貢

献する」と回答している。 

アンケート調査にて、多くの機関が博士留学に強い関心とニーズを示し、かつ博士号を持

つことで専門性と管理職のポジションへ昇進する可能性等のメリットを示していた。また、

現地調査で対象機関を訪問した際のヒアリングでは運輸インフラ省のように、局長のポス

トへの昇進に博士号が条件となる省も確認された。また、省庁の傘下機関である、政府の政

策立案のためのデータ分析・専門分野の報告書等を策定している研究所等では、局長以上の

ポストへの昇進には博士号が条件となる組織も確認された。一方、多くの省庁では博士号は

昇進の必要条件ではなく、加点・評価要素である事が確認された。 

③ 派遣を希望する留学先 

各対象機関が職員の派遣を希望する留学先では、日本が 1 位、英国 2 位、中国 3 位、韓国

4 位、インド 5 位の順位となった。また、ドナーが提供する研修機会や分野を優先している

ため、派遣先の国について特に優先順位は無いと回答した機関も多かった。 

 

図 7 主要対象機関の希望留学先 

④ ドナーの奨学金プログラム（短期・長期） 

アンケートの回答では、日本、中国、英国、インド政府が提供する短期・長期研修にて職

員を海外へ派遣している機関が多かった。中でも中国は複数の研修で研修生を受け入れし

ているだけでなく、農・畜産・灌漑分野で修士、博士の奨学金プログラムを提供していた。 
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対象機関の中では、農畜水産・灌漑省、運輸インフラ省、ナイロビカウンティが複数のド

ナーから短期・長期研修機会の提供を受けて職員を派遣していた。 

表 20 対象機関職員が派遣されているドナーの海外奨学金プログラム 

 

対象機関
奨学金

プログラム名
国 分野

JICA/SATREPS 日本 Technical Training on Sericulture

JICA 日本 Agriculture

JICA/ABE Initiative 日本 Applied Life and food science

JICA/SDGs Glabal Leadership Programme 日本
Masters Degree and Internship programe of African

business Education Initiative for youth

JICA 日本 Water Mgt

ITTEC インド ITEC/SCAAP

KOICA 韓国 Agriculture and Non Technical Courses

商務部 中国 Masters, Phd

China Scholarship 中国 Agriculture

China Scholarship (PhD) 中国 Environment Science

JICA 日本 Port management

JICA 日本
Rail Operations

JICA 日本 ABE Masters/PhD

KOICA 韓国 All Sectors

ITECGOI インド Masters/PhD

World Bank 世界銀行 Transport

Indian Technical and Economic

Cooperation/Special Commonwealth Assistance
インド Technical

Australian Awards African Scholarships 豪州 Technical

Chevening Scholarships 英国 Technical

Russian Government Grant ロシア Oncology

Baylor College of Medicine ウガンダ Pediatric Hematology & Oncology Fellowship

 Commonwealth Government Scholarship 英国 Water Sanitation and  Health Engineering

French Development Agency フランス Agroparistech sponsored Training

Orange Knowledge Programme (OKP) タイ Urban Water Engineering

Bill & Melinda Gates  Foundation オランダ Sanitation

National Science Foundation Grant Award 米国 Doctorate Programe in Computer Science

University of Rwanda College of Health Sciences

(WHO)
ルワンダ Health Supply Chain Management

JICA Master of Energy Engineering 日本 Engineering

JICA Master in Science –Renewable Energy 日本 Renewable Energy

Master in Energy Technology  and Management タイ Engineering

Danida fellowship, PhD  Programme on Strategic

Management
デンマーク Strategic Management

ITEC インド All Sectors

KOICA 韓国 All Sectors

ITEC India All Sectors

Chinese Economic and Commercial Centre 中国 Manufacturing

Chevening Scholarship 英国 International Relations

Commonwealth Scholarship 英国 International Relations

Irish Aid Fellowship アイルランド International Relations

DAAD ドイツ Surveying, Hydrography

Print Promotion ドイツ Printing

JICA 日本 Management

GRIPS 日本 Economics & Customs

WCO ドイツ Customs

地方分権・ASAL省 China Scholarship 中国 Leadership

内務省 UNAFEI 日本 Prevention of Reoffending

運輸インフラ省

ナイロビ・カウンティ

歳入庁

農畜水産、灌漑省

エネルギー省

外務省

土地省

産業省
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⑤ ジェンダー配慮について 

先述のように、ケニア政府は、「ビジョン・2030」の中で、女性の全面的で平等な社会参

加を国家開発の点でも重要事項として掲げ、政府全体としてジェンダー主流化を進めてい

る。ケニアの公務員制度では、男女のいずれかの性が政府組織内の 3 分の 2 以上を占める

ことを禁じているが、対象機関へのアンケートの結果では男性 66%、女性 34%で、政府方

針とほぼ一致しており、方針が浸透していることを裏付けている。また、今回の調査時に局

長レベルの女性に多数面会し、多数の女性が局長以上の高位に就き活躍していることも確

認できた。 

一方、ABE イニシアティブの 1~5 期生までの公務員・大学職員の中で女性の割合は 24%

（50 名中 12 名）となっており、上記の女性公務員の割合と比較すると少ない。ABE イニシ

アティブの募集では、対象全 54 カ国のアフリカ諸国向けに募集を行っているという性質上、

自然体で女性に特化することなく男女平等に募集・選考が行われているため、結果として、

ケニアでは公務員・大学職員の中での女性の割合は 24%、民間人の留学生を含む全体数で

の比較ではさらに下がり 21%（150 名中 32 名）となっている。 

ABE イニシアティブ研修員の留学事例 

研修員氏名：Mr. Benedict Mutunga Joseph 

所属先：運輸インフラ省、Bungoma Region、Regional Mechanical Engineer 

奨学金プログラム名：ABE イニシアティブ 

ABEイニシアティブを選んだ理由：日本に留学して、日本の進んだ技術を学びたかった。

他に留学の機会（中国）もあったが、日本を選んだ。 

留学経験の活用事例：全てとは言えないが、留学で得た知識を業務で活用している。日本

企業とも関わる機会は多く、例えば、コマツ、いすゞ、トヨタ等から機材を調達すること

がある。欧米の機材も日本の機材も性能に大きな違いはないが、日本の機材はメンテナン

スの質が高いため評価が高い。 

ABE 留学後、副地域エンジニアから地域エンジニアに昇進し、Bungoma 地域と Busia カ

ウンティを担当している。日本での修士留学を経て昇進することができたので、ABE イニ

シアティブには大変感謝している。 

日本留学の利点：芝浦工業大学大学院理工学研究科に留学した。研究室をはじめあらゆる

設備が整っており、実際に調査研究の経験を積むことができる点が日本留学の大きなメリ

ットである（ケニアでは実験設備がなく、本を読むのみ）。指導教官も日本だけでなく米国

などで留学経験を積んだ教員もおり、経験、知識共に豊富である。 
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これらデータ分析結果から、政府内では女性の公務員は 30~40%を占めているが、候補者・

研修員数の性別による差異の緩和へ配慮を行わずに候補者の募集・選考を行う場合は、女性

の候補者・研修員数が公務員の割合と必ずしも同じ割合になるわけではないことが推測さ

れる。そこで、ケニア政府の方針にも沿った事業成果を得るためにも、JDS では各プロセス

において、女性候補者・留学生を増やすためのジェンダー配慮と工夫が必要であると考える。 

ケニアで奨学金事業を実施するドナーの中でも、KOICA ではケニア独自の方針として明

確にジェンダーバランスを定め留学生の 40%は女性と設定している。また、同国特有の課

題への配慮から、留学前の研修ではジェンダー研修も取り入れている。こういったドナーの

取り組みを参考にしてケニア側と協議し、よりよい事業設計が期待される。 
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第2章 JDS事業の内容 

2-1. JDS事業の概要 

前述の通り、JDS 事業は、我が国政府の「留学生受入 10 万人計画」の一環で、開発途上

国の社会・経済開発政策の立案や実施において、中核的役割を果たす人材の育成を目的とし

て 1999 年度に新設された無償資金協力による留学生受入事業である。 

JDS 事業の開始当初、留学生個人の能力向上が主な目的であったが、2009 年度事業より

段階的に新たな方式に移行し、目的を各国の行政能力の向上とし、将来、各国の課題解決の

ための政策立案ができる人材を対象としてきた。この方式の特徴は、個人の留学支援を目的

とした従来の留学制度とは異なり、対象国が JDS の日本側関係機関と協議の上決定する援

助重点分野（サブプログラム）に携わる人材の育成に主眼が置かれている点にある。 

本準備調査は、上述した JDS の趣旨や特徴を念頭に置きつつ、対象国の国家開発計画や

我が国の対ケニア国別開発協力方針に基づき設定されたサブプログラム・コンポーネント

における人材育成ニーズ及び想定される対象機関における候補者の有無等の調査を行い、

その結果に基づき 4 期分を 1 つのパッケージとした JDS の事業規模と、各サブプログラム

の事業計画（サブプログラム基本計画）の策定を行うものである。 

2-1-1. プロジェクトの基本設計 

2019 年 10 月に実施された現地調査において、対象国の国家開発計画や我が国の対ケニア

国別開発協力方針に基づくと共に、ケニア政府の人材育成ニーズを踏まえて、表 21 の通り

ケニア JDS 事業の援助重点分野、開発課題及び想定される研究テーマが決定された。これ

らの援助重点分野、開発課題は、ケニアの開発課題に取り組む中核となる上級職公務員の育

成を支援することを目標として設定されたものである。 

同国では、ABE イニシアティブや SDGs グローバルリーダー・コース等の多数の留学事

業が既に実施される中で、新たに実施される JDS の位置づけを明らかにしつつ、将来の政

府幹部候補生育成の核となる事業となるようケニアに特化した開発課題を策定した。開発

課題の策定に際しては、保健政策、環境管理、気候変動対策等の分野は他の事業でカバーで

きる点も考慮した結果、公共政策、行政、公共財政管理等の分野は、セクターにかかわらず

全公務員にとって重要な分野で能力強化が必要であるとの観点から、ケニア政府の人材育

成において特にニーズが高い行政、経済・財政、法律、都市・地域開発の分野を中心に開発

課題を設定することとなった。 

(1) 事業枠組み、開発課題（コンポーネント）、研究テーマ 

2019 年 10 月の現地調査において、日本側の枠組み案を提示したところ、ケニア政府の国

家開発計画であるビジョン・2030 及びビッグ・フォーの実現に資する事業としてケニア政

府側より合意を得た。JDS の事業枠組み及び各開発課題の設定に係る背景は以下の通り。 
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表 21 ケニア JDS の事業枠組み（2021 年度～2024 年度） 

JDS 援助重点分野 

（サブプログラム） 

JDS 開発課題 

（コンポーネント） 
想定される研究テーマ 

1. 行政機能の改善 

1－1 中央政府及び地方政

府に係る行政能力の向上 

・政治経済学、ガバナンス/行政 

・地方行政、地方分権、地方自治 

・国際関係・保健政策・食料安全保障 

1－2 経済計画/ 政策及び

公共財政管理/ 公共投資管

理に係る能力向上 

・理論経済学（マクロ、ミクロ） 

・公共財政管理/公共投資・産業政策 

・金融政策・債務管理・保健財政 

1－3 法律策定・運用に係

る能力向上 

・行政関連法・ビジネス関連法 

・国際関係法（ビジネス関連、海洋関連、等） 

1－4 都市および地域開発

計画/ 政策に係る能力向上 

・都市計画・地域開発/地方開発計画 

・都市インフラ計画（運輸交通、上下水道、廃棄 

物、等）・環境管理、気候変動対策 

開発課題 1－1 中央政府及び地方政府に係る行政能力の向上 

ケニア政府は、長期開発計画であるビジョン・2030 を掲げ、また 2022 年までの重点政策

分野としてビッグ・フォーを推進することで社会経済の発展による改革に取り組んでいる

が、各開発課題を取り扱う行政組織が縦割り構造であることに加えて、計画の実施段階にお

ける行政官の経験や能力が総じて十分ではない状況にある。このため幅広い分野の行政官

育成を通じ、行政能力の向上（政府内の調整能力向上を含む）と制度構築が望まれている。

このような状況を踏まえ当開発課題では、ケニアの政権中枢で将来活躍が見込まれる若手

行政官の能力向上を支援する。 

開発課題 1－2 経済計画/ 政策及び公共財政管理/ 公共投資管理に係る能力向上 

ケニア政府は、社会経済の発展による改革に取り組んでおり、発展の基礎となる経済・社

会インフラの整備にも精力的に取り組んでいる。一方、恒常的な経常収支赤字、高水準にあ

る公的債務も含めた財政運営能力の強化が課題となっており、これは開発パートナーの支

援を受けて実施している様々なプロジェクトにも影響する課題となっている。このような

状況を踏まえ当開発課題では、経済・公共財政・公共財政管理分野の政策･制度策定及び関

連事業の効果的な実施を担う若手行政官の能力向上を支援する。 

開発課題 1－3 法律策定・運用に係る能力向上 

ケニア政府は、経済・社会インフラ事業を含む各種施策を進めるに際して、法律等の制定・

運用を含む政府側の法務能力向上が求められるケースが増えている。加えて、近年のケニア

におけるビジネスの関心の高まりを受け、ビジネスに関連する法務能力強化も急務となっ

ている。このような状況を踏まえ当開発課題では、行政関連法、国際関係法（ビジネス関連、

海洋関連等）等の策定・実施を担う若手行政官の能力向上を支援する。 
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開発課題 1－4 都市および地域開発計画/ 政策に係る能力向上 

ケニアでは、急激な都市化の進行や都市部の人口比率の増加により、都市部における給

水・衛生サービスへのアクセス需要の高まりや、ごみ発生量の増加による公衆衛生の悪化、

環境汚染に伴う健康被害、都市交通の未整備による大規模渋滞等の問題が発生している。ま

た、国土の 8 割を乾燥・半乾燥地帯（ASALS）が占め、水・森林等の環境資源の保全は極め

て重要な課題であり、近年の気候変動の影響で一層顕在化する傾向にある干ばつ等による

被害への対応は喫緊の課題となっている。このような状況を踏まえ当開発課題では、都市計

画、都市インフラ計画等の分野の政策･制度策定及び関連事業の効果的な実施を担う若手行

政官の能力向上を支援する。 

(2) 対象機関・対象グループ 

ケニアの開発課題の解決に寄与する中核人材の育成に資するため、ケニア政府の国家開

発計画であるビジョン・2030 及びビッグ・フォーを実現するため、JICA が提案した 4 つの

開発課題に沿って日本側が提案しケニア側が合意した対象機関に所属する公務員を JDS の

対象とする方向で合意した。ケニア側から、カウンティ政府職員を対象に含める提案があっ

たのに対し、調査団からまず JICA 事業と関係が深いナイロビ政府及びモンバサ政府公務員

を対象とし、応募者の実績を踏まえて、他カウンティ政府職員を対象に含めるかどうか次年

度以降に検討したい旨提案し、了解を得た。また、日本側から提案があった対象機関を中心

に引き続き検討し、2020年 7月に予定する第一回運営委員会の場で決定することになった。 

(3) 受入大学 

本準備調査に先立ち、JICA はこれまで JDS 留学生及び ABE イニシアティブ留学生等の

受入実績のある大学及び新たに受け入れを希望する大学に対して、ケニア JDS 事業におけ

る想定対象分野／開発課題を提示し、各大学より受け入れを希望する国・課題に関して受入

提案書の提出を募った。その結果、19 大学 24 研究科から計 30 件の提案書が提出された。 

各大学から提出された受入提案書の内容やこれまでの JDS 留学生を含む留学生の受入実

績等の項目について、JICA において評価要領に基づき受入提案書を評価した。その後、本

準備調査の現地協議において、各コンポーネントに対して提案のあった本邦大学の中から

日本側の評価による上位大学をケニア政府側に提示し、各大学の特徴等について説明した。

その結果、表 22 の通り受入大学及び受入人数枠で合意した。 
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表 22 ケニア JDS の受入大学 

サブプログラム コンポーネント 大学 研究科 
受入 

上限数 

1. 行政機能の改善 

1-1 中央政府及び地方政

府に係る行政能力の向上 

広島大学大学院 
人間社会科学

研究科 
2 名 

政策研究大学院大

学 
政策研究科 2 名 

1-2 経済計画/ 政策及び公

共財政管理/ 公共投資管理

に係る能力向上 

国際大学大学院 
国際関係学研

究科 
3 名 

1-3 法律策定・運用に係る

能力向上 
九州大学 

大学院法学研

究院 
2 名 

1-4 都市および地域開発

計画/ 政策に係る能力向上 
東洋大学 国際学研究科 3 名 

(4) 博士課程への受入れの検討 

ケニア側運営委員会メンバーとの会議では、年間上限派遣人数を 1 名とする方向で合意

した。また、応募資格要件と募集選考の詳細は 2020 年度の第一回運営委員会で協議・合意

することとした。 

2019 年 10 月～2020 年 3 月の間に実施された現地調査において、各省庁に聞き取りを行

ったところ、ケニアの公務員にとって修士号は Job Group P（Assistant Director 以上）への昇

進のために必須条件となる一方で、博士号は必ずしも必要とされていないという意見もあ

ったが、博士留学後に専門知識を持った人材による研究分析及び政策立案のような組織へ

の貢献等を視野に入れ、博士課程を加えることが歓迎される意見が多く聞かれた。前述のよ

うに対象機関へのアンケートでは、必要と回答している機関は回答した機関の 87％であっ

た。他国では技術系の省庁でニーズが高かったが、ケニアでは経済系の省庁でも博士号のニ

ーズが高く、対象機関でのヒアリングの際にも、博士課程への受入れを強く望む意見が多く

挙がった。 

2-1-2. JDS の実施体制 

(1) 運営委員会メンバー 

運営委員会は、ケニア側委員（公共サービス省 SDPS、財務省）及び日本側委員（在ケニ

ア日本国大使館、JICA ケニア事務所）にて構成され、JDS 事業の実施・運営方針について

協議・決定を行うことで合意に達した。 

ケニアでは SDPS が公務員の研修全般を担当し、ドナーの奨学金プログラムの政府窓口と

なっている。また、財務省は二カ国間協力の政府窓口であるため、両組織の代表がメンバー

として適任である旨ケニア側からコメントがあった。 

2020 年度の事業開始から、当該運営委員会メンバーで JDS 事業を実施することとなる。

ケニア側の共同議長は SDPS 代表、日本側の共同議長は JICA ケニア事務所代表となった。  



 

38 

表 23 ケニア JDS 運営委員会メンバー 

 役割 機関名 

ケニア側 
共同議長 公共サービス省 SDPS 

委員 財務省 

日本側 
委員 在ケニア日本国大使館 

共同議長 JICA ケニア事務所 

(2) 運営委員会の役割 

新規運営委員会メンバーには JDS 運営ガイドラインに基づく運営委員会の機能･役割（表

24）を説明した。今後は募集方針や最終候補者の選定だけでなく、一般的に JDS 事業の課

題である優秀な候補者のさらなる確保について、各省庁に対して働きかけるための協力が

期待されている。 

表 24 運営委員会の役割 

役割 詳細 

募集選考方針の決定 

ケニアの国家開発計画と日本の開発協力方針に基づき、各年度の募集活動の基

本方針（優先開発課題、主要対象機関、応募勧奨方法等）を決定する。 

JDS 運営ガイドラインに基づき、ケニア JDS の選考方針を決定する。 

候補者の面接 
第三次選考（総合面接）において面接官として候補者を評価する。運営委員会

における最終候補者の決定を行う。 

最終候補者の承認 選考プロセスを経て選ばれた最終候補者を運営委員会で承認する。 

帰国留学生の有効活

用の促進およびフォ

ローアップ 

留学生の帰国時に所属組織への復職を側面支援する。 

プロジェクト効果発現を目指して帰国留学生の活用策を検討し、フォローアッ

プを行う。 

その他、JDS 事業

の監督 

留学生の突発時に対処方針を決定し、必要な措置を講ずる。 

壮行会や帰国報告会等の各種イベントに出席し、事業成果の発言に向けた助言

を行う。 

その他、JDS 事業運営上必要な事項について対応し、意志決定を行う。 

(3) 実施機関、JICA 事務所、エージェントの役割 

JDS の実施機関となる予定の SDPS には、JDS 運営ガイドラインに基づき、実施機関、

JICA 事務所、実施代理機関の役割を説明した。事業実施の 2 年目以降は毎年 4 月の閣議を

経て、JDS 実施に係る E/N、G/A の締結がされる。各 JDS 関係者の協力により、G/A 締結の

翌年夏の留学生来日を目指し、事業のスムーズな実施・運営を期待したい。 

【実施機関】ケニア政府代表として、JDS の事業実施監理を司る。 

① E/N、G/A締結に係る政府内の調整を二カ国間協力の政府窓口である財務省と共に実施。 

② G/A 締結の後、実施代理機関と JDS 実施に係るエージェント契約の締結、及び契約に

係る事業実施の経費支払い事務手続き（B/A、A/P を含む）。 

③ 運営委員会の共同議長として代表を選任。 

④ JDS の事業実施管理。 
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【JICA 事務所】共同議長を務める。また、日本側代表として G/A 締結を行う。 

【実施代理機関】実施代理機関は JICA の推薦を受けて、被援助国政府と実施代理業務契約

を締結し、以下の業務を行う。 

① 留学生候補者の募集、選考手続き支援 

② 留学生候補者への留学情報の提供留学生の来日・入学時に必要な手続き 

③ 学費、奨学金等の資金管理 

④ 来日準備支援・来日時オリエンテーションの実施 

⑤ 留学生の滞日中モニタリング（学業面、生活面） 

⑥ 帰国プログラムの実施（帰国支援、評価会、帰国後報告会） 

⑦ その他本事業を実施するために必要な業務 

2-1-3. サブプログラム基本計画（修士課程） 

2019 年 10 月の現地調査で合意した枠組みの下、修士課程については JDS 重点分野（サブ

プログラム）別に基本計画案を作成することとし、今後 JDS 本体事業（プロジェクト）の開

始時点の第一回運営委員会で決定することとした。 

同基本計画は、案件目標や評価指標だけでなく、それぞれの JDS 重点分野で、ケニアの

開発政策における JDS 事業の位置づけ、日本の援助方針と実績、本邦の受入大学の活動等

をまとめた指針である。4 期分の留学生の受け入れを 1 つのパッケージ（フェーズ）として

策定する。同計画に基づいて 6 年にわたり同一のサブプログラム／コンポーネント、対象機

関及び受入大学の下で留学生を派遣することにより、中核的人材の政策立案・事業管理等の

能力が向上し、ひいては対象機関の政策立案等の能力を向上させることを目的としている。 

なお、応募資格要件について、SDPS からヒアリングしたところ、修士プログラムについ

ては 40 歳以下を条件とすることが望ましいとの言及があった。資格要件の詳細は、2020 年

度第一回運営委員会で協議して決定する。 

表 25 ケニア JDS 事業 修士課程応募資格要件案 

項目 概要 

国籍 ケニア国籍 

年齢 40 歳以下（来日年度 4 月 1 日現在） 

学歴 学士号を有すること 

応募資格者 詳細は第一回運営委員会にて決定 

職務経験 詳細は第一回運営委員会にて決定 

語学力 日本の大学院で修士号を取得するために十分な英語力を有する者。 

その他 

既に海外支援による奨学金を受給し、留学の結果、「修士号」を取得していない者、

また、現在他の海外支援による奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者 

本事業の目的を正しく理解し、学業の修了後、母国の発展と日本との友好関係の構築

に貢献する明確な意思を有する者 

軍に現に奉職していない者 

心身ともに健康である者 
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2-1-4. 博士課程の受け入れ方針 

本準備調査にて、更にハイレベルの人材を輩出するための博士枠の導入について検討す

るため、ニーズ調査を実施した。調査に際して、以下の目的、基本方針に関するポイント等

を案とした。 

(1) 目的 

博士枠設置の目的としては、対象国の開発課題に対し、特に高度な知識と研究実績に基づ

き、大局的な意思決定・政策判断ができることに加え、グローバルな視野及び人材ネットワ

ークの構築を通じて、対象国の代表として国際的な議論をもリードし、国内外に影響力を発

揮できる人材の育成である。併せて、博士課程まで一貫した日本との関係構築・進化を通じ、

対象国における真の知日派リーダー育成を目的とする。 

(2) 基本方針 

事業が実施されてからの 2 年目の秋入学であり、人数は修士枠と別に設定する。また博士

枠は充足目標とせず、適格な人材が出た場合のみ適用する。 

(3) 受入形態・待遇 

支援期間は原則 3 年間を上限とする34。また滞日中の奨学金は国費留学生の博士課程研究

留学生に準じる。 

(4) 募集選考方法 

通常の修士枠と別に募集選考を行い、対象国 JDS 運営委員会で決定する。応募者本人が

受入大学側の事前了解（と指導計画・推薦状等必要書類）を取り付けた上、応募書類一式、

研究計画もそろえて応募する。選考について、対象国 JDS 運営委員会側で選考を行う。特

に、日本側メンバーの JICA 事務所、日本国大使館の主体的関与が重要となり、将来のトッ

プリーダーとなる人材としての資質を審査するための JICA事務所長クラスによるインタビ

ューも検討する。 

なお、2019 年 10 月の現地調査時に、博士課程プログラムの導入については、対象機関の

ニーズ及びキャリア開発（昇進）との関係を踏まえて導入を検討する旨ケニア側へ説明し、

最大 1 名／バッチであることを説明した。博士課程に関する応募要件等の詳細については、

当該ミニッツ上では決めず、引き続き運営委員会で協議することを説明した。 

2020 年 3 月の現地調査時に、SDPS からヒアリングしたところ、博士プログラムについて

は 45 歳以下を条件とすることが望ましいとの言及があった。資格要件の詳細は、2020 年度

第一回運営委員会で協議して決定する。 

  

                                                        
34 博士号取得見込みが高いと判断される場合に限り、6 カ月上限での延長も可能としている。 
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表 26 ケニア JDS 博士課程資格要件案 

項目 要件 

年齢 45 歳以下（来日時 4 月 1 日時点） 

学歴 （日本で）修士号を取得した者 

応募資格者 詳細は第一回運営委員会にて決定 

職務経験 募集締め切り時点で、入省後 3～5 年間を経ていること。（同上） 

語学力 TOEFL iBT 61 (ITP 500) / IELTS 5.5 以上 

その他 

指導予定教員から推薦状を得ていること 

所属組織から留学許可を得ていること 

軍に現に奉職していない者 

心身ともに健康である者 

2-2. JDS事業の概要事業費 

JDS を実施する場合に必要となる事業費総額は、約 2.3 億円となり、日本とケニアとの負

担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、次の通りと見積も

られる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 
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(1) 日本側負担経費 

 

（注）上記の概算事業費は、E/N上の供与限度額を示すものではない。 

（単位；千円）

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）

1,014

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
募集選考支援経費
留学生保険加入費
来日後ブリーフィング/オリエンテーション経費
大学会議経費

32,505

直接人件費
管理費 16,301

49,820

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）
特別プログラム経費

45,860

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
事前研修経費
留学生用資材費
留学生保険加入費
来日後ブリーフィング/オリエンテーション経費
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）

11,718

直接人件費
管理費 16,756

74,334

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
特別プログラム経費

47,527

運営委員訪日ミッション経費
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）

3,422

直接人件費
管理費

15,894

66,843

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）
特別プログラム経費

27,419

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）
帰国プログラム(本邦）経費
帰国プログラム（現地）経費

2,863

直接人件費
管理費 10,252

40,534

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）
特別プログラム経費

2,311

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）
帰国プログラム(本邦）経費
帰国プログラム（現地）経費

644

直接人件費
管理費 2,911

5,866

事業費　総額 237,397合計

2022年度
Term-3

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2022年　事業費　計

2023年度
Term-4

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2023年　事業費　計

2024年度
Term-5

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2024年　事業費　計

2020年度
Term-1

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2020年　事業費　計

2021年度
Term-2

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2021年　事業費　計

2020年度　ケニア国　人材育成奨学計画（5ヵ年国債）

　　概略総事業費　約 237.4百万円　　

年度 費目 概略事業費
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(2) ケニア側負担経費 

なし35 

(3) 積算条件 

 積算時点 ：2020 年 2 月 

 為替交換レート ： 1 米ドル ＝110.17 円、1 KES＝1.08 円 

 業務実施期間 ：事業実施期間は、実施工程に示した通り。 

 その他 ：日本国政府の無償資金協力の制度に沿って積算を行った。 

2-3. 相手国側負担事業の概要 

JDS 留学生の募集・選考期間は、公務員の研修窓口である SDPS が運営委員会議長とし

て、JDS の計画・実施・管理・監督を行う主導的役割を担い、募集要項の配布促進等を通じ

て応募勧奨に協力し、コンポーネント毎に設定された主要対象機関に対して、JDS 事業への

協力の働きかけを行う。 

JDS 留学生の留学期間中は、ケニア政府は実施代理機関を通じて留学生に対し定期的にモ

ニタリングを実施し、JICA に報告を行う。また、実施代理機関から提出される定期報告書

により、JDS の事業進捗や懸案事項等について確認し、必要に応じて他の運営委員会メンバ

ーと協力して適切な措置を講じるほか、JDS 留学生が修士論文を作成する上で必要なデータ

の収集支援等を行う。 

JDS 留学生の帰国後は、帰国留学生が母国の開発課題の解決に向けた取り組みに貢献する

こと及び人的ネットワーク構築が JDS の主目的のひとつであることに鑑み、ケニア政府は

留学生の帰国後に帰国報告会を開催して留学成果を把握するとともに、その後の動向調査

や我が国との学術、文化交流・協力の促進等について必要な措置を行うこととする。また、

運営委員会は、留学生の帰国にあたり、留学前と同じ職務もしくは JDS 留学経験を活かし

て政府組織の中枢で活躍できるような職務が与えられるよう関係省庁へ働きかけ、事業効

果発現を促す。 

2-4. JDS事業のスケジュール 

本協力準備調査の結果、我が国外務省及び JICA が 2020 年度以降の JDS 事業実施を正式

に決定した場合、向こう 4 期の事業については図 8 に示されたスケジュールに基づく実施

が想定される。具体的には、年度毎に E/N（交換公文）及び G/A（贈与契約）の締結後、JICA

が、協力準備調査を受託したコンサルタントを実施代理機関としてケニア政府に推薦し、当

該コンサルタントが JDS 事業におけるケニア政府との契約を締結した上で、ケニア政府に

代わり事業の実施を担うこととなる。 

                                                        
35 ただし、無償資金協力に係る銀行手数料等はケニア政府が負担。 
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図 8 実施工程 

2-5. 募集・選考方法 

2-5-1. 募集方法 

(1) 募集ツール 

募集ツールとして、募集ウェブサイト、JDS 事業募集パンフレット、ポスター及びリーフ

レットを作成する。なお、部数やデザイン等は運営委員会で別途決定する。 

募集要項、応募様式、広報資料（ポスター、チラシ、ウェブサイト用資料）は、必要情報

に加えて「応募書類作成のアドバイス」を載せるなど応募者のニーズに沿った情報を盛り込

むよう工夫をする。また、これら募集ツールを有効に活用できるようにする。例えば、ケニ

アではインターネットが普及しているため、実施代理機関が運営する JDS 事業用のウェブ

サイトを活用し、募集要項、応募書類、英語問題サンプル、数学過去問題がダウンロードで

きるようにする。また、応募者がウェブサイトを通して応募もできるようにする。これによ

り、募集説明会に出席できない地方の応募者も情報へのアクセスが容易となるように工夫

する。 

また、SDPS を通じて各対象機関の研修担当部署へ候補者募集の公示を通達してもらい、

さらに各省庁の SDPS デスク及び地方カウンティの人事担当への情報の伝達を行ってもら

えるよう依頼する。 

準備調査

第1期（修士） 募集選考 来日 帰国

第2期（修士） 募集選考 来日 帰国

第3期（修士） 募集選考 来日 帰国

第4期（修士） 募集選考 来日 帰国

第1期（博士） 募集選考 来日

第2期（博士） 募集選考 来日

第3期（博士） 募集選考 来日

第4期（博士） 募集選考 来日 帰国

帰国

帰国

帰国

2027年度2025年度 2026年度2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
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政府機関に勤務する ABE イニシアティブ研修員からは、教育省のウェブサイト（ドナー

の奨学金プログラム）、Facebook、在ケニア日本大使館の国費留学情報ウェブサイト等を留

学に関心がある者は閲覧しているので、JDS でもこういった広報ツールの活用を勧められ

た。また、「自身は ABE イニシアティブ研修員の友人から勧められたので、元研修員から公

務員の友人へ広報してもらう口コミや、ターゲットの省庁が決まっていれば、その機関に対

して奨学金事業を紹介する一番良い手段として、その機関内での説明会を活用するすると

よい」との提案もあった。さらに、「奨学金プログラムによっては家族の同伴を許可しない

ものもあるが、JDS で家族の同伴が許可されるのであれば広報時に家族同伴可能である点も

ハイライトするとよい」との提案もあった。こういった留学経験者の提案・アイデアを積極

的に JDS の募集時に活用して欲しい。 

(2) 募集方法 

SDPS を通じて、各対象機関に募集パンフレット、ポスター及びリーフレットを配布する。

また、表 27 の通り、各地にて募集説明会を実施する。なお、開催場所は案であり、運営委

員会で別途決定する。 

表 27 募集説明会開催案 

開催時期 会場 

2020 年 8 月下旬～9 月下旬 
ナイロビ市内（主要対象機関、SDPS での合同説

明会等） 

2020 年 8 月下旬～9 月中旬 カウンティ（ナイロビ、モンバサ） 

さらに、運営委員会及び対象機関からの協力を得て、募集説明会をケニアの首都ナイロビ

の主要省庁及び地方都市で実施する。 

また、JICA ケニア帰国研修員同窓会 JEPAK（JICA Ex-participants Alumni of Kenya）、ケニ

ア日本留学生同窓会 KEJAA（Kenya-Japan Alumni Association）、JICA 専門家等のネットワー

クも活用し、より多くの潜在的候補者へ効果的に募集情報が伝達されるように広報と募集

方法を検討する。JICA 専門家は道路、橋梁、給水、保健医療等の分野でケニアへ派遣され

て中央・地方で活躍しているため、専門家を通しての広報活動も期待できる。 

ABE イニシアティブの留学経験者から、ケニアで JDS の認知度を上げるためには、JDS

紹介セミナーや留学生の来日前のオリエンテーションの実施時から、現地で活躍する JICA

関係者が候補者・留学生と関わることで、より日本留学のアピールが期待できるとの言及が

あった。実際、ABE イニシアティブの留学経験者の多くが、日本留学を選んだ理由に、JICA

関係者との業務での関わり等を挙げている。JICA 関係者には、JDS の広報塔の役割も期待

したい。 
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本準備調査で訪問した JETRO事務所及び在ケニア日本大使館や JICAケニア事務所の JDS

への関心は高く、関係省庁内の優秀な候補者への宣伝・募集への協力を得られることが確認

できた。これら日本関係者の協力を得られるよう、JICA 関係者等を集めた会議に参加し、

JDS 事業を説明する機会を得ることで協力を促すことも一案である。 

(3) 候補者の応募準備のサポート 

ケニアでは英語力について問題無いと想定されるが、修士課程へ入学するために必要な

研修計画書の作成方法について募集説明会で説明する等、他国同様に支援をする必要があ

る。 

(4) 女性への応募勧奨 

JICAのジェンダー指針36に沿って、男性だけでなく女性の JDS事業への参加を促すため、

女性の候補者の募集方法について、「女性の応募を歓迎する」旨募集要項に記載したり、女

性のみを対象とした募集説明会を実施する等の取組を検討したりする等、女性へのアプロ

ーチ方法を検討し工夫することを提案する。前述のケニア政府の公務員制度に係る方針

「Human Resource Policies and Procedures Manual for the Public Service, May 2016」に明記され

ているように、ケニア政府自身がジェンダーバランスやマイノリティー配慮を積極的に実

施しているため、SDPS や PSC の協力を得ながら積極的に行う。 

2-5-2. 選考方法 

選考は、受入大学による書類選考、受入大学による専門面接及び運営委員会による総合面

接の 3 段階で実施する。選考にあたっては、ガイドラインを策定し、本事業の趣旨に沿った

候補者を選定するものとする。 

2-6. 来日前オリエンテーション、来日後研修、付加価値提供活動 

2-6-1. 来日前オリエンテーション及び来日後研修 

JDS を通じた知日家・親日家の育成のためには、背景知識として、我が国の社会や開発経

験につき理解することが求められる。また、他国の JDS 帰国留学生に対して行った、来日

前・来日後のオリエンテーションに関するアンケートにおいては、日本語研修、日本の社会

や文化についての講義について有用であったと回答した帰国留学生が半数以上を占め多か

った。ついては、①我が国の社会や開発経験、ケニアに対する援助方針等の基礎知識、②JDS

留学生としての自覚を持つためのプログラム、③日本で円滑に留学生活を開始することを

目的とするオリエンテーション、④日本文化・日本語に関するプログラムの 4 点を念頭に実

施する。 

                                                        
36 「人材育成奨学計画にかかるジェンダー指針」、2015 年 8 月、JICA 社会基盤・平和構築部、ジェンダ

ー平等・貧困削減推進室 
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来日前の現地事前オリエンテーションでは、他国同様に、在ケニア日本大使館による我が

国の開発経験及びケニアに対する援助方針のブリーフ、及び JICA ケニア事務所によるケニ

アで実施中のプロジェクトについての説明を依頼する。 

来日後には、本事業の趣旨・目的、JDS 留学生に期待される役割、他案件との連携の可能

性等を伝え、JDS 留学生の参加意識・モチベーションの向上を図る。また、リーダーシップ

研修を取り入れ、アクティブなグループワークを通じて、リーダーとしての自覚を促し、自

身にリーダーとして必要な素養について学ぶ機会を持つ。 

日本の政治・経済や社会・文化についての基礎知識については、従来通り大学教員に依頼

して講義形式で実施する。 

加えて、滞日中の規則や手続き、生活情報の提供を行う。特に、滞日中の安全管理に関し

ては、地震・津波・台風・大雪などの自然災害、さらに犯罪や交通ルールについて説明し、

安心安全に日本での生活を送るための心得や備えを伝える。防災訓練施設を用いた体験型

訓練も実施する。 

日本語研修は 35 時間程度実施し、日本での必要な会話能力の習得のみならず、体験型学

習を通じて、日本の文化や生活習慣、社会マナーの理解を促進し、実生活で役立つコミュニ

ケーションのノウハウを教授する。 

その他、慣れない生活環境の中でカルチャーショックを克服し、異文化理解を進めるため

のワークショップ、国費留学生等の日本留学した先輩留学生の経験談を聞く場を設け、JDS

留学生が円滑に日本に適応できるよう機会提供を行う。 

2-6-2. 付加価値提供活動内容 

JDS の事業目的にあるように、JDS 留学生は帰国後に中核人材として同国の開発課題の解

決に寄与し、また日本のよき理解者として両国友好関係の拡大と強化に貢献することが求

められている。大学院での教育による学位の取得のみならず、JDS 事業として付加価値を高

めるプログラムを提供することにより、事業目的の達成に貢献するとともに、JDS 各国にお

いて他ドナーから類似事業が提供される中、JDS 事業の魅力や他事業に対する比較優位性も

向上させることが可能となる。 

このため、各受入大学での質の高い教育・研究を根幹として、来日前後のオリエンテーシ

ョン、大学から提供される特別プログラム、中間研修など既存プログラムの質の向上のほか、

滞日中のネットワーキングや JICA 等でのインターンシップなど、留学生にとって有用な機

会がより多く提供されることが望ましい。 
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他国で実施した帰国留学生へのアンケート結果によれば、回答した JDS 帰国留学生のう

ち半数以上について、滞日中のプログラムとして、日本の省庁でのインターン、日本人行政

官とのネットワーキング等の要望が高かった。2016 年度から実施代理機関が行ってきた行

政官とのネットワーキングイベント（2020 年から JDS の事業内にて実施予定）、外務省や

JICA での個別インターンシップ等、既に実施されつつあるが、これらの試みが事業として

継続され、一層促進され発展していくことが望ましい。 

このほか、地域社会との交流イベントも留学生にとって関心が高い。実施代理機関が JDS

留学生の帰国前に行うアンケートにおいて、日本語とともに、日本人と交流する機会をより

多く持ちたかったとの声が挙げられることも多い。地域の国際交流団体との連携によるイ

ベントの実施やホームステイ等、地域社会・日本人との交流する機会の提供により、日本社

会をより深く経験することに繋がり、親日家・知日家の育成にも貢献できる。 

2019 年度に実施した JDS の基礎研究においても、JDS が今後も価値の高い奨学金プログ

ラムとして認知され続けるために、付加価値化、ブランド化の手段として以下のとおり提言

がなされている。上述のとおりすでに実施されてつつあるプログラムもあるが、より特徴を

際立たせた奨学金プログラムとして差別化を図るために、これら提言のあった取り組みを

推進していくことが必要である。 

表 28 JDS がより魅力を高めるための付加価値化の手段について37 

タイミング 事業の付加価値を高めるための取り組み例 

入学前 日本語研修の強化（3 か月程度実施） 

留学中 

JICA 課題部、日本の省庁・地方自治体等の行政機関との交流会 

日本の開発経験、日本の政治と行政、日本外交とアジア・アフリカ、

日本の文化と社会に関する講義 

リーダーシップ研修 

政府機関、NGO、企業等におけるインターンシップ 

JDS 留学生としての接遇やセレモニー（来日時の要人表敬等） 

留学後 

フォローアップ活動の強化 

帰国留学生リストの日本側関係機関における共有・周知 

帰国留学生リストのオンライン・データベース化 

同窓会ネットワークへの支援 

帰国留学生の研究活動支援や家族への支援 

2-6-3. 特別プログラム内容 

受入大学が JDS 留学生に対して、既存の大学プログラムに加えて、受入国、開発課題等

のニーズ及び他国 JDS 留学生の状況に応じて追加的な活動を行う。 

                                                        
37 「人材育成支援無償（JDS）事業の効果検証」基礎研究報告書、2020 年 2 月、株式会社国際開発センタ

ー（110 ページ）等を纏めた 
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特別プログラムの内容は以下の目的に沿うものとする。 

(a) JDS 留学生が当該国の開発課題解決のために、より実践的・具体的な事例紹介等を

通じて実践的な知識・経験を習得すること 

(b) 特別プログラムの活動を通じ、JDS 留学生あるいは対象国関連機関が、本邦及び海

外の研究者・機関と将来の活動に貢献するネットワークを構築すること 

(c) 限られた期間内に、JDS 留学生が必要に応じたサポートを得て、学業研究及び関係

者とのコミュニケーションを円滑に行い、目的を達成すること 

JDS の受入れ実績のある多くの大学で、特別プログラムを活用し、フィールドトリップや

国内外のセミナーを実施している。その中でも、特にフィールドトリップは他国の JDS 帰

国留学生へのアンケートでは評価が高かった。各受入大学には、特別プログラムの活用を奨

励すると共に、大学が上記の目的に資する有益なプログラムを提供できるよう、実施代理機

関により適切なコンサルテーションが行われることが望ましい。 

2-7. モニタリング・厚生補導 

2-7-1. 実施体制 

大学関係者との良好な関係構築及び非常時の迅速な対応を念頭に、受入大学毎に担当者

を配置する。受入大学が地方都市に位置する場合、最寄りの支所に担当者を配置する。 

2-7-2. 厚生補導 

担当者は留学生来日後から帰国直前まで留学生からの学生生活、日常生活に関する相談

をうける。その他、住宅手配、転入の届出や国民健康保険への加入補助、保険金請求の補助、

住宅退去等の諸手続きを支援する。 

2-7-3. モニタリング 

事業の円滑な実施を確認するうえで、JDS 留学生の学業研究及び日常生活における状況を

把握することが必要である。適切なモニタリングを行うため、大学関係者との間で良好な関

係を築き、日常的に留学生の情報が入ってくるよう体制を整える。また、定期的に留学生と

の面談機会を持ち、大学での研究・生活状況を把握し、必要な支援を的確なタイミングで提

供できるように備える。 

特に面談形式で行う定期モニタリングは、日常的には分からない留学生の抱える問題を

早期に発見することができ、不成業や体調の悪化等のトラブルを未然に防ぐ予防的な措置

となる。さらには、学業研究で顕著な成果を挙げる等の好事例も定期モニタリングの機会を

通じて把握し、定期報告書や事業広報等で事業成果として報告する。 

定期モニタリングはモニタリングシートを活用して実施する。モニタリングシートには、

留学生、モニタリング担当者及び指導教員からのコメントを記載し、1 枚のシートで各留学

生の状況が把握できるようにする。 
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2-7-4. 緊急時対応 

健康・生活上のトラブル等について夜間や週末、祝祭日、年末年始等にも対応できるよう、

民間のコールセンターと連携した体制をとる。 

また、大規模災害時など電話回線が使えない場合でも全留学生の安否状況、居場所等の情

報を迅速かつ正確に集約することが可能な、メール配信・安否確認システムを整備する。 

2-8. フォローアップの計画 

JDS 事業の目標は「ケニアの社会・経済開発に関わり、将来的に重要な役割を果たすこと

が期待される若手行政官等が、本邦大学院における学位取得（修士及び博士）を通じ、帰国

後に中核人材で同国の開発課題の解決に寄与し、また人的ネットワーク構築を通して将来

的に同国と我が国のパートナーシップに資する」ことである。この目的を達成するためには、

本邦大学への留学による専門知識の習得、研究、人的ネットワークの構築だけでなく、留学

中の留学生及び帰国留学生に対して様々なフォローアップを仕掛ける必要がある。そして

フォローアップが効果的になされるためには、ケニア政府及び事業関係者による理解と協

力、そして主体的な取り組みに依るところが大きい。また、留学生が帰国した後には、SDPS

の監督の下に、各留学生の所属機関及び政府全体における JDS留学生の活用が期待される。 

留学中の留学生のフォローアップ方法としては、所属機関によるフォローアップだけで

なく、「2-6-2. 付加価値提供活動内容」にて記載のように、JDS 留学生に与えられたミッショ

ンについての意識付けを行い、JDS 留学生としてのアイデンティティを醸成する中間集合研

修（リーダーシップ研修）や、我が国の行政官との交流イベントの開催、受入大学とのワー

クショップの共催、JICA の技術協力プロジェクトで実施する本邦研修に関係する JDS 留学

生を参加させる機会を与える等、様々な方法を検討する必要がある。 

また、帰国留学生のフォローアップの方法として、ケニアの他ドナーによる帰国留学生の

フォローアップの方法では、英国政府奨学金のチーヴニングのように奨学生だけに特化し

てフォローアップ活動の支援資金を提供したり、同窓会を運営したりしているケースと、

KOICA のように留学生・短期研修員を対象とした同窓会を運営するケースと様々な方法が

確認された。KOICA 事務所からは、KOICA の奨学生と ABE イニシアティブや JDS 留学生

との交流イベントを実施したいという案も出ており、今後こういった取り組みからの相乗

効果も期待できる。 

我が国の現地における同窓会では、JICA ケニア帰国研修員同窓会 JEPAK（JICA Ex-

participants Alumni of Kenya）もしくは日本留学者で構成される KEJAA（Kenya Japan Alumni 

Association）がある。JDS 帰国留学生はいずれにも加入が可能であり、第 1~2 期生が帰国の

際は JEPAK への加入が想定されるが、帰国生が 40 名を超える規模になった際には JDS 帰

国留学生にフォーカスしたフォローアップの一環として、JDS の帰国留学生に特化した、同

窓会を設立し徐々に大きくなる同窓会を育てていくのも一案であろう。 
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他国で JDS 帰国留学生のフォローアップに関するアンケートを実施したところ、期待す

るネットワーク方法として JDS 留学生同士で連絡できる SNS の活用、定期同窓会パーティ

ー、フォローアップ方法として JICA 専門家等による専門的なセミナーへの参加を挙げる者

が多く確認された。また、ABE イニシアティブの帰国研修員からも同様のコメントがあっ

たと同時に、定期的なイベントの開催と継続的なフォローアップによって、より良い関係の

維持が可能との意見もあった。 

こういったアンケート結果や意見等も参考にしつつ、ケニア留学生のニーズに合ったフ

ォローアップ方法を検討することが重要である。 

また、JDS 事業の上位目標を達成するには、JDS 留学生が、帰国後、ケニアの開発に寄与

するような役職への就任や昇進につながるよう支援していくことが必要である。ケニア側

の運営委員会より対象機関に対して、JDS 留学生がケニアの開発に貢献できる人材であり、

復職や重要ポストへの割り当てについて配慮するよう協力を依頼することが重要である。 
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第3章 JDS事業の妥当性の検証 

3-1. JDS事業と開発課題及び国別開発協力方針との整合性 

ケニアの開発計画や当該セクターの現状と課題等を踏まえ、JDS 事業とケニアの開発計画

との整合性等について以下の通り分析した。 

3-1-1. ケニアの開発計画との整合性 

2008 年にケニア政府は 2030 年には中所得国入りを目指す長期国家開発計画「ビジョン・

2030」を公表した。この戦略を軸に、①2030 年までに毎年平均経済成長率 10％以上の達成，

②公平な社会発展と清潔で安全な環境社会整備、③民主的政治システムの持続を目指すと

している。また、2017 年末に、ケニア政府は、今後 5 年間の重点経済政策として、①工業

化及び製造業・農産加工業の振興、②食料安全保障・栄養、③ユニバーサル・ヘルス・カバ

レッジ、④手頃な住宅へのアクセス改善の 4 つの柱からなる「ビッグ・フォー」を公表し

た。 

ケニア JDS の事業では、中央政府に係る行政能力の向上だけでなく、財政、司法、都市・

地域開発等の広範囲に亘る分野を網羅しているため、これら政策の目標達成のために必要

不可欠な人材育成の支援の一環として位置づけることができる。 

3-1-2. 我が国の対ケニア国別開発協力方針との整合性 

2012 年 4 月に策定された我が国の「対ケニア国別開発協力方針（旧 国別援助方針）」で

は、基本方針を「持続的な経済・社会の発展の促進」とし、援助重点分野（中目標）には 5

つの分野が設定され、13 の開発課題（小目標）が設定されている。「ケニア共和国 JICA 国

別分析ペーパー」でも同方針に準じて協力方向性を分析している。本事業は以下の各開発課

題への対応のために、それぞれの分野の中心となる中核的人材の育成を行う案件として位

置づけられ、我が国及び JICA の協力方針と合致する。 

JDS の重点分野と開発課題は、日本国政府の方針と合致する形で設定されており、整合性

は極めて高い。（図 9） 
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図 9 日本国政府の対ケニア国別開発協力方針と JDS 事業の整合性 

3-1-3. 我が国無償資金協力による実施の妥当性 

無償資金協力の対象国は、世銀グループの国際開発協会（IDA）の無利子融資適格国の基

準（1 人当たり GNI 1,215 ドル）を参照して決定される。対象案件は、開発途上国の国造り

や貧困の緩和に必要な基本的分野でありながらも、相手国政府の自己資金や借入資金など

での実施が困難な事業であることなどを基準に決定される。無償資金協力では、日本をはじ

めとするドナーの実施する技術協力や有利子融資事業とも広く連携をはかりながら、被援

助国の自立に向けた国造りに貢献している。 

ケニアは、一人当たり GNI が 2018 年には 1,620 米ドル38となり、世界銀行の分類では低

中所得国である。大規模な公共投資、サービス産業の振興、底堅い内需などに支えられ、堅

調な経済成長を遂げている一方、気候変動やテロ等による脆弱性は高い状況にある。我が国

は主要援助国の一つであり、円借款による経済インフラ支援だけでなく無償資金協力によ

る給水、保健等への支援も実施してきた。これらを踏まえ、JDS 事業の無償資金協力による

実施の妥当性について、外務省の通知文書にある検討すべき観点39を参照し、「我が国の対

外政策」「供与先となる途上国が置かれている状況」の 2 点から複合的に精査した。その中

でも以下の点について、意義が高い。 

                                                        
38 外務省ホームページ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kenya/data.html）（2020 年 3 月 18 日閲覧） 
39「所得水準が相対的に高い国に対する無償資金協力の効果的な活用について」、2014 年 4 月、外務省 

重点分野（中目標） 開発課題（小目標）

1-1.　輸送インフラ整備

1-2.　電力アクセス改善

1-3.  民間セクターの開発

2. 農業開発 2-1.　市場に対応した農業開発

3-1.　水資源保全

3-2.　気候変動対策

3-3.　環境管理能力向上

4-1.　基礎教育の充実

4-2.　高等教育の拡充

5-1.　エイズ・感染症問題の
      改善

5-2.  保健システム強化

6-1.  南南協力

6-2.  平和構築・定着

1-1 中央政府及び地方政府に係る
行政能力の向上

3. 環境保全 1-2 経済計画/ 政策及び公共財政
管理/ 公共投資管理に係る能力向
上

           JDS事業の援助重点分野及び開発課題

日本国政府の対ケニア国別開発協力方針

1. 経済インフラ整備

JDS開発課題

4. 人材育成
1-3 法律策定・運用に係る能力向
上

5. 保健・医療
1-4 都市および地域開発計画/ 政
策に係る能力向上

6. その他

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/pakistan/data.html#section12018年6
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(1) 外交的観点 

JDS 事業は、ケニアの社会経済開発の政策立案・実施を担う若手行政官を対象としたもの

であり、JDS 留学生は、ケニアの将来の知日派リーダーになることが期待されている。JDS

帰国留学生は、日本のよき理解者として、二国間関係の強化に向けた、貴重な外交資産にな

り得る。 

例えば、同国を含むアフリカ諸国で実施されている ABE イニシアティブを通じて、産業

開発に貢献する日本とケニアの人脈が強化され、中長期的には日本企業がケニアで経済活

動を進める水先案内人となって活躍することが期待されている。このように、JDS 留学生が

我が国と同国との外交活動を進める橋渡しとなって活躍することが期待できることより、

外交的観点から JDS 事業を実施する妥当性は高い。 

(2) 重要政策との関係 

累積の支援額では、ケニアはサブサハラ・アフリカ地域において、我が国 ODAの最大の支援国

である。ケニアは東アフリカ地域のゲートウェイとして地理的要衝を占め、地域経済を先導し、さら

に地域の平和と安定にも貢献している。同国の経済・社会の安定を確保し、インフラ整備、人材育

成などを支援することは我が国企業を含めた民間主導型の持続的な経済成長につながり、東アフ

リカ地域内での成長モデルとなることが期待されている。 

3-2. JDS事業で期待される効果 

人材育成に関するプロジェクトにおいては、長期的な視点でその効果が発現されると想

定されるため、プロジェクト終了時の達成目標であるプロジェクト目標は、「当該開発課題

に携わる人材の能力が向上する」こととしている。また、留学生が習得した知識や経験が帰

国後、各対象機関にて効果的に活用されることを通じて、「当該開発課題に関する関係行政

機関の能力が向上する」ことを上位目標としている。これらを通して、究極的には「母国の

開発課題解決に貢献すること」に帰結することが期待されている。 

JDS 事業は、本調査結果に基づく妥当性の検証を経て、最終的には日本政府によりケニア

での実施の是非が検討されるが、JDS 留学生を送る側であるケニア政府及び対象機関には修

学中及び帰国後のサポートが、また受入大学には、当該国の開発課題の解決に資する研究・

教育プログラムの提供がそれぞれ求められることから、プロジェクト目標の達成が両者に

よって促進されることが期待される。 

プロジェクト目標の達成度を測る尺度としての評価指標は、上記の視点に鑑み、以下の通

り全てのコンポーネントにおいて共通する指標が設定されている。 

 帰国留学生の修士号取得 

 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上 

 帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施 
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指標「帰国留学生の修士号取得」及び「帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営

管理能力の向上」については、①募集時における各サブプログラム及びコンポーネントの主

要対象機関の人事担当や事業趣旨に合致した人材をターゲットにした応募勧奨、②学問的

基礎知識・関連する職務経験・基本的な素養・帰国後の貢献可能性等を踏まえた選考が挙げ

られる。また、来日後の留学生への各種サポートや定期的なモニタリング（面談形式による

学業・生活・健康面での状況管理とアドバイス）を確実に実施することにより、高い成業率

の達成及び能力の向上が期待される。 

指標「帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施」については、ケニアでは定めら

れた勤務年数が昇進の条件となる所謂「年功序列」制度によって昇進する制度であるが、留

学生が帰国した際に留学前の所属先もしくは留学で得た知識を活かせるポストに復職する

ことは重要であり、日本で取得した知識・能力を活用できるよう各所属先に働きかけること

が望ましい。 

また、JDS 事業の有効性を評価するためには、日本での留学経験が帰国後の専門キャリア

においてどのように活用されていくか中長期的に追跡することが不可欠である。こうした

モニタリング等を通じて、留学成果の発現に必要なフォローアップ施策を実施し、JDS 帰国

留学生のプロフェッショナル・スキルの向上とネットワーク形成を支援していくことが求

められている。適切なフォローアップは、事業成果を明らかにするだけでなく、JDS 帰国留

学生とのネットワークを維持継続し、また将来の知日派リーダーという貴重な人材の活用

や連携の促進の面において日本側にも便益を生むことができる。 

3-3. 他ドナーの奨学金事業との比較優位性 

JDS の基礎研究では、成果・インパクトに影響する要素・要因として以下のとおり分析し

ている。他ドナー奨学金事業との比較優位性を持つためには、プラス要因を維持・向上して

いくほか、マイナス要因を改善していくことが求められる。 

表 29 基礎研究で示された JDS の成果に影響する要因 

項目 プラス要因 マイナス要因 

募集・選定・来日前 

・選考の透明性が高い 

・大学教員が現地面接を行い、適切

な人材選定に寄与。 

・受入分野が開発ニーズに合致 

・相手国政府による応募勧奨 

・実務経験の要件を設定 

・対象機関・分野が限定 

・選考期間が長い 

・英語力向上の事前研修が少ない 

・日本文化や言語を学ぶ研修がない 

・留学中の規則が厳しい 

来日中 
・日本で質の高い教育機会を提供 

・学生に対する生活支援が手厚い 
・日本の省庁の認識が低い 

帰国後 

・帰国留学生と受入大学間のネット

ワーク構築 

・復職規定がある。日本政府が相手

国政府へ帰国留学生の適切な配置を

働きかけている 

・日本政府や企業等が帰国留学生を

活用するための仕組みが未整備 

・帰国後の日本からの情報入手や他

国帰国留学生との情報交換手段がな

く、「元 JDS 留学生」としてのアイ

デンティティが持ちにくい 
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JDS の優位性として、受入大学がプロジェクトパートナーとして位置づけられている点が

大きい。候補者の選考から大学が深く事業に関わるだけでなく、既存の大学プログラムに加

え、特別プログラムを通じてより当該国及び留学生個人に即したカリキュラムが提供され

る等、上述の各項目で一貫した選考・指導・受入れ・フォローアップ体制が整えられている

ことが利点である。 

さらに、年毎のプロジェクト方針の設定に実施代理機関が積極的に関わるだけでなく、候

補者の募集・選考と日本への送り出し、留学期間を通しての実施代理機関による定期モニタ

リング等の留学生が享受する手厚いサポートにより、我が国大学院修士課程過去 10 年（2008

年～2017 年）の成業平均率は 87.8%であるが、JDS では過去 20 年において 98.6%に上る。

JDS 留学生が現役公務員であることを考えると、この高い成業率は比較優位として誇って良

い点である。また、帰国後の復職サポートや同窓会活動の企画等があることも他ドナーの奨

学金と JDS を比較した場合の比較優位点として挙げられる。 

また、現在留学中のケニアの ABE イニシアティブ留学生から日本留学の比較優位点をヒ

アリングした際には、「日本というブランドに惹かれた（先進国、高度のインフラ、文化等）」、

「高い技術が学べる」「日本人の高いコンプライアンス意識」「治安が非常に良い」等が日本

留学の比較優位点として挙げられたのは注目に値する。なお、マイナス要因について、ケニ

アと日本の気候が異なるため、環境に慣れるまでに時間を要す点等が挙げられていた。これ

らの点も勘案しつつ、事業での対応策を検討することが求められる。 

3-4. プロジェクト評価指標関連データ 

3-4-1. JDS 事業の成果・インパクトに係る指標 

ケニアにおける JDS の事業成果・インパクトに係る指標案は下表の通りである。事業の

実施を通じてこれらの定量的情報を蓄積し、成果・インパクトを評価していく。 

表 30 ケニア JDS のデータシート（案） 

開始年 ○年 

年間受入上限人数 ○名 

受入実績 合計 ○名 

性別 男性○名、女性○名（女性の割合○%） 

平均年齢 ○歳（来日時） 

帰国留学生 合計 ○名 

学位取得者 ○名 

不成業者数 ○名 

学位取得率 ○% 

所属機関タイ

プ別 

来日時 中央省庁○名（○%）、その他の中央行政組織○名（○%）、

地方行政組織○名（○%） 

帰国後 中央省庁○名（○%）、その他の中央行政組織○名（○%）、

地方行政組織○名（○%）、その他○名（○%） 

管理職率 

（課長以上） 

来日時 ○名（○%） 

帰国後 ○名（○%） 
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また、定性的効果を測る項目としては、JDS におけるグッドプラクティスの定義として以

下の項目に着目して情報収集を行う。 

3-4-2. JDS 留学生の能力向上調査（JDS の事業効果の測定） 

より多面的な評価を目指して、JDS 事業終了時の評価指標を設定する。JDS の事業効果の

測定については、プロジェクト管理や進捗のほか、関係機関の主体性や帰国留学生の活躍状

況等、幅広い基準を基にする取り組みが考えられるが、JDS の特徴でもある JDS 留学生モ

ニタリングという留学生情報管理機能に着目し、同機能を主に活用して「JDS 留学生の能力

向上の度合い（政策の立案及び実施に求められる能力）」と「大学カリキュラムの適切度」

について評価するための指標を設定し、アンケート調査を実施する。主な調査対象者は JDS

留学生本人である。 

（1）調査内容 

「留学生の能力向上の度合い」については、「若手行政官の育成」が JDS の事業目的であ

ることに鑑み、JDS を通じて、開発途上国において政策の立案及び実施に求められる能力の

変遷を調査することを目的とする。具体的には「科学的な調査・分析能力」「論理的な思考

能力」「問題解決能力」「リーダーシップ」といった技能・思考能力の向上や、「倫理性」「規

律性」「責任感」「積極性」といった態度の変遷を測るための調査を行う。 

1. 当国の開発課題の解決への貢献 

昇進、組織内での影響力をつけ、政策立案に主要人物として携わる 

修士課程の研究を特に活かす 

JDS同窓会の一員として、政策に関わる活動を実施 

2. 親日家として日本との関係強化への貢献 

JICA事業のカウンターパートとして従事 

日本との外交交渉への参加 

日本の民間企業との連携、日本の大学との共同研究への参加 

JDS同窓会として、日本との関係強化に関わる活動を実施 

3. 上記以外のネットワークの活用 

JDS留学生同士のネットワークを活用して業務を円滑に進めた 

4. その他の副次的な成果 

大学の国際化への貢献（主に滞日生）、地域の国際化への貢献（主に滞日生） 

職場以外で、JDS の名前を使い、社会貢献活動や、日本に関わる活動など、JDS の価値を

高める活動を企画・実施した 

アカデミズムへの貢献（成績優秀、ジャーナルへの掲載、研究成果の普及等） 

表 31 JDS の定性的効果項目（案） 



 

58 

また、大学カリキュラムと開発課題の合致度・妥当性については、調査開始前のカリキュ

ラムの審査をもって確認されているため、実際に提示されたカリキュラムが実行されてい

るか、また提供されるカリキュラムが実際の成果として開発課題に資するものであるかど

うかを確認できるよう、調査項目を設定する。 

（2）調査方法 

留学による能力向上度合いを図るため、留学生の修了時にアンケート調査を実施する。修

了後の帰国直前に大学・研究科毎に留学生を招集して実施する帰国前評価会の事前レポー

トに代わるアンケートを配布し、原則として全ての対象留学生より回答を得る。 

また、帰国前評価会ではアンケートへの回答を基に、大学・研究科毎の教育の質に関する

評価、支援体制の充実度、日本での留学生活、JDS の改善点等を留学生から直接具体的にヒ

アリングすることでグッドプラクティスや課題を集め、事業の改善の参考とする。 

3-5. 課題・提言 

本準備調査を通じて得られたケニア JDS 事業の課題・提言は、以下の通りである。 

(1) 実施体制について 

① 効果的な事業設計 

今般の調査では、公務員人事政策の策定及び公務員の採用・昇進を担う PSC と、公務員

の研修・人材育成を担う SDPS から、事業枠組みの設定にあたり、公務員の人事制度と公務

員の海外研修制度について具体的な情報を得ることができた。本体事業の実施が始まり、優

秀な公務員を戦略的に募集・選考して我が国へ派遣するために、さらに公務員の人事制度と

海外研修制度について情報収集を行うことで、今後事業を実施する上でより効果的な募集・

選考が可能となる事業設計をすることが重要である。 

② 運営委員会メンバーの積極的な参画 

「2-1-2. JDS の実施体制」において、JDS 運営ガイドラインに基づく運営委員会の機能･役

割、実施機関、JICA 事務所、エージェントの役割について説明しているが、我が国の閣議

にて JDS の実施が承認されたらすぐ、再度関係者の間でそれぞれの役割を確認することが

重要である。 

また、JDS が事業として開始されたら、運営委員会メンバーは公務員の留学事業を含む研

修事業を掌握し、候補者の募集・選考から送り出しまでの政府内の規則と諸手続きに精通し

ているため、候補者の募集に関する計画の検討段階から積極的に事業に参画してもらい、優

秀な応募者の獲得とスムーズな送り出しに繋げることが重要である。そのためには、運営委

員会メンバーには JDS についての十分な理解に加えて、JDS に期待をかけてもらう必要が

ある。 
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③ G/A の締結から資金請求の手続きについて 

2019 年 10 月の現地調査時、SDPS に対して、G/A 締結後から資金請求までの流れについ

て説明し概ね理解を得た。また、当調査での合意内容を反映したミニッツの締結にあたり、

SDPS の担当局長が 2020 年 1 月に着任したのを受け、再度この流れについて説明を司法長

官オフィス代表も同席の上で依頼されたが、署名までに 4 カ月間を要した。今後は、2020 年

8 月までに G/A 及びエージェントの契約締結が予定されるが、ケニア側政府関係者内の合

意を得るため、再度、具体的且つきめ細かな説明をケニア側に行う必要がある。また、JDS

は他無償事業と異なり、G/A 締結の翌年 3 月末までに留学候補者の選考を終えて大学へ出

願する必要があるため、各締結は 7 月末には終える必要があり、それまでに各関係機関のフ

ォローアップが肝要となる。 

(2) 事業実施における外部要因 

① 新型コロナウイルスの影響について 

本年 2020 年に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大について、本調査では 2020 年 2

月~3 月に実施予定であった 2 回目の現地調査の実施を阻む外部要因となり、面談等に支障

が生じた。現在時点では、事業の実施及び来年の留学生来日に影響するかどうかは不透明で

ある。新型コロナウイルスに関する状況が、2020 年度の応募者数に影響するかどうかも現

時点では予測ができないが、当件に関して他ドナーから 2020 年夏・秋の留学生の受入動向

や 2020 年度の応募者数の変化、及び政府内の留学に関する反応等の情報収集を行いつつ留

意する必要がある。 

② 安全管理の留意点について 

ケニアは、アル・シャバーブ及び他の武装集団の脅威を低減することを目的としたアフリ

カ連合ソマリア・ミッション（AMISOM）へ派兵しており、同武装集団による報復テロの脅

威への対策が課題となっている。2019 年 1 月 15 日には首都ナイロビにあるホテルを含む複

合施設がアル・シャバーブによるテロ攻撃の標的となり、ケニア政府の発表では、21 名が

死亡する惨事が発生した。そのため、引き続き安全管理には留意が必要である。 

具体的には、2020 年 7 月頃に予定する JDS プロジェクト事務所の設置の際には、JICA ケ

ニア事務所の安全担当者と相談しつつ進める必要がある。また、現地にて長く活動する日本

関係者からの助言等も参考にする。さらに、今後事業を実施するにあたり、ナイロビ市内で

の安全管理だけでなく、モンバサ・カウンティで募集説明会等を実施する場合は、JICA ケ

ニア事務所及び在ケニア日本大使館から事前に情報収集を行い、十分に安全管理には留意

し事業活動を行うことが重要である。 
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(3) 大学配置について 

基礎研究にて「戦略性強化のためのデザイン改善」として、短期研修の選択肢拡大が提案

されている。また、ケニアでは英国の奨学金プログラムでは 1 年で修士号を取得可能なコー

スが中心であり、ケニアと英国との歴史的背景からも人気が高く 2,000 名の応募者が応募し

ている。そのため、こういったドナーの奨学金プログラムが実施される同国で後進として奨

学金事業を開始するには、JDS でも 2 年コースのみならず 1 年コースの修士プログラムを

選択肢として提供することが優秀な候補者獲得の鍵となる。 

一方、大学配置は既にケニア側と合意に達しており、ケニア側が 2 年コースだけでなく 1

年コースにも興味を示している状況であれば、政策研究大学院大学政策研究科のように 1 年

及び 2 年の両コースを提供可能な大学については、積極的に 1 年コースを推薦することも

一案である。 

(4) JDS の対象機関・対象グループについて 

JICA が提案しケニア側が合意した対象機関に所属する公務員及び地方公務員を対象とす

る方向で合意した。 

対象機関については、本調査中にコンポーネント 1-3「法律策定・運用に係る能力向上」

について、法律政策分野の関係機関に絞りたい旨 SDPS から提案があり、いくつか政府機関

の追加と削除が提案された。また、同提案に対して JICA 事務所からも「実際の事業実施で

は各コンポーネントに配置された対象機関の枠をはずし応募可能としたい」旨提案があっ

た。ついては、事業開始と共に開催される第一回運営委員会で全体方針を固める際に、再度

これらの点を勘案の上で協議し、合意を得る必要がある。 

(5) 候補者の募集活動について 

ケニアでは、英国、中国、韓国等のドナー間の留学生の獲得は競争が活発であるため、よ

り効果的に、ケニアで新規事業となる JDS の魅力・利点をアピールする宣伝方法を検討す

る必要がある。そのためには、JDS の対象となる中央政府公務員及びナイロビ及びモンバ

サ・カウンティに勤務する地方公務員に向けた広報がそれぞれ必要である。 

そのため基本方針として、まずは窓口となる SDPS の JDS 担当から各省の研修担当（SDPS

デスク担当）へ情報の共有・伝達をしてもらうことになるため、現地で JDS 事業を実施す

る実施代理機関については、SDPS 及び各省庁の SDPS デスク担当へのきめ細かい説明と良

好な人間関係を構築することが重要である。信頼関係を構築した上で協力を仰ぐことで、各

省庁内での情報普及・浸透に一定の効果が見込めることになる。 

また、SDPS 及び主要対象機関（SDPS デスク担当）に足繁く通い、地道な営業活動を行

うことが肝要である。さらに、JDS について潜在的候補者に認知してもらうために、できる

だけ多くの省庁内で JDS 候補者募集に係る説明会を実施することが望ましい。 
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また、安全面からモンバサでの募集説明会が難しい面も考慮し、様々な広報ツールやアク

セス・チャンネルを用いて、より多くの潜在的候補者に情報が行き渡るような募集活動を行

う必要がある。プレスリリースや新聞記事などのメディアを活用した広報や、JICA 専門家、

JICA 帰国研修員同窓会等の日本関係者と連携し、JDS の魅力を発信していくことも有効で

ある。 

JDS の魅力を発信するコンテンツとしては、我が国の国際レベルの修士・博士プログラム

の提供に加え、当該国に即したカリキュラムを提供する目的で考案された「特別プログラム」

を提供するなどきめ細やかな指導体制・受入体制が整えられていること、更に行政官交流会

等の留学の付加価値を高めるプログラムが提供される予定であること、また滞日期間中を

通して定期モニタリング等の留学生が受けられる手厚いサポートがあること、といった他

の奨学金との比較優位点も積極的にアピールすることが重要である。 

加えて、現在、JICA が推進する「JICA 開発大学院連携（JProUD）」において、留学生自

身の専門分野の研究に加えて、日本の開発経験が学べる点も大きなアピール材料になろう。 

(6) 他の JICA 案件との関係性の整理、連携可能性の検討 

JDS を ODA 事業として実施する以上、単なる個人への奨学金プログラムではなく、他の

案件と同様、ケニアにおける国別開発協力方針の中の重点分野への貢献に係る「開発のため

の投入」という観点から、他の ODA 事業との一層の連携が重要である。前にも触れている

が JICA ケニア事務所内の所員や専門家への本事業の周知、有能な相手国人材の JDS への応

募勧奨、日本留学生同窓会ネットワークの活用などが求められる。 

そのため、まず本調査ではケニアにて我が国が実施する全人材育成事業の把握、すなわち、

既に実施されている ABE イニシアティブ、SDGs グローバルリーダー・コース等を含めた

日本の人材育成に係る全体像及び今後の方向性を検討し、それらをもとにした JDS の位置

づけの明確化を行った。具体的には、JDS を含む留学生事業を、ケニアの政策（ビッグ・フ

ォー）、対象者、研究課題に基づき、分類・整理し、さらに他事業との連携可能性について

検討した。（図 10） 

すなわち、ケニアの開発アジェンダ（ビッグ・フォー）との整合性を保ちつつ、将来の行

政官幹部候補生育成の核となる事業として JDS を位置付けることで、産業開発分野優先の

ABE イニシアティブ、JICA プロジェクトとの連結性や技術者育成・研究に重きを置く SDGs

グローバルリーダー・コース、課題別研修等との棲み分けが明確となり、ケニアにおける

JICA としての総合的な人材育成戦略を示した。 

JDS が開始される際には、JICA 事業関係者が集まる場にて当図を共有し、JDS について

の説明と協力依頼だけではなく、他事業との連携可能性について共に検討することが期待

される。 
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図 10 ビッグ・フォー、我が国の人材育成事業及び JDS との関係図40 

なお、当図では ABE イニシアティブと JDS 博士課程を重ねているが、ABE イニシアティ

ブの 2019 年度来日生まで留学生の一部は公務員であったため、彼らが修士課程を修了し帰

国後には JDS の博士課程の対象者として人材育成を図ることが検討できることを示してい

る。ABE イニシアティブの研修員の多くが博士留学を希望しており、彼らのフォローアッ

プも期待できる。 

また、次のマトリックスを用いて連携するプロジェクトや専門家を検討し、JDS 事業関係

者で共有することも一案である。例えば、「持続的森林管理のための能力開発プロジェクト」

と連携しながら、JDS 事業において本邦大学院での学位取得を通じて環境管理等に携わる人

材の育成を図ることが検討できる。 

  

                                                        
40 JICA 提供資料 
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表 32 JICA 事業連携検討表（例） 

コンポーネント 指導可能な大学 案件名 想定される研究テーマ 

1－1 中央政府及び地

方政府に係る行政能力

の向上 

広島大学大学院 

政策研究大学院大学 

・アフリカ保健システム

強化パートナーシッププ

ロジェクト フェーズ 2 

・トゥルカナ持続可能な

自然資源管理及び代替生

計手段を通じたコミュニ

ティのレジリエンス向上

プロジェクト 

・地方分権下における小

規模園芸農民組織強化・

振興プロジェクト 

・政治経済学、ガバナンス

/行政 

・地方行政、地方分権、地

方自治 

・国際関係・保健政策・食

料安全保障 

1－2 経済計画/ 政策

及び公共財政管理/ 公

共投資管理に係る能力

向上 

国際大学大学院 

・東部アフリカ地域にお

ける貿易円滑化及び国境

管理能力向上プロジェク

ト 

・理論経済学（マクロ、ミ

クロ） 

・公共財政管理/公共投

資・産業政策 

・金融政策・債務管理・保

健財政 

1－3 法律策定・運用

に係る能力向上 
九州大学 

・東部アフリカ地域にお

ける貿易円滑化及び国境

管理能力向上プロジェク

ト 

・行政関連法・ビジネス関

連法 

・国際関係法（ビジネス関

連、海洋関連、等） 

1－4 都市および地域

開発計画/ 政策に係る

能力向上 

東洋大学 

・モンバサ港周辺道路開

発事業（第二期） 

・オルカリア 1 一、二

及び三号機地熱発電所改

修事業 

・無収水削減能力向上プ

ロジェクト 

・持続的森林管理のため

の能力開発プロジェクト 

・都市計画・地域開発/地

方開発計画 

・都市インフラ計画（運輸

交通、上下水道、廃棄 

物、等）・環境管理、気候

変動対策 

 

このように、社会経済開発の推進に資する若手行政官の能力強化のためには、JDS 事業の

みではなく、他のプログラムとの連携、補完が不可欠である。過去に、JICA の課題別研修

や国別研修へ参加した若手公務員のリストも、JDS 留学の潜在的候補者として JICA 事務所

から共有されることを提案したい。 

さらに、今後、新たに長期研修員の招聘が検討される場合には、JDS との差別化を十分に

配慮されることが望まれる。 

(7) 日本の大学との連携について 

「1-4-3.日本の大学の活動状況」で既述のように、近年、日本の大学においても学生の獲

得だけでなく研究領域・フィールドとしてのアフリカへの関心が高まると同時にアフリカ

の大学・研究機関との学術連携等が模索されている。JICA の技術協力プロジェクトの担い

手として活動してきた大学の中からも、今後アフリカへの進出に向けた動きが活発化する

ことが予想される。その中でもとりわけ、文部科学省「留学コーディネーター配置事業」に

より、アフリカ地域の採択大学としてザンビアに活動拠点を置く北海道大学はその中心と
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なるべき存在である。JDS においても、多数の応募者を獲得するために、同学と協同して日

本留学をアピールしていくことが求められる。本邦大学および JICA 双方は連携を強化しつ

つ、ケニアにおける JDS を日・アフリカ大学間の連携推進のための触媒となる可能性があ

ることを強く意識すべきであろう。 

(8) ジェンダー配慮について 

本準備調査では JICA のジェンダー指針に従い、ケニアのジェンダーに関する国家政策と

公務員の政策、公務員制度におけるジェンダー配慮の取組み等について調査を行った。本調

査の結果、ケニア政府のジェンダー配慮に関する方針に沿って当国の JDS 事業にてジェン

ダー配慮が必要であるとの結果に至った。 

ついては、2020 年 7 月頃から本体事業が開始され、第一回運営委員会で 2020 年度事業の

全体方針を固める際には、本準備調査の結果を踏まえ、女性の JDS 事業への参加促進の方

針及び方法を検討し、ケニア側関係者と協議・合意することが重要である。とくに、女性の

候補者の募集方法について、「女性の応募を歓迎する」旨募集要項に記載したり、女性のみ

を対象とした募集説明会を実施する等の取組を実施している他 JDS 国のケースも参考にな

る。キルギスでは、JICA の事業におけるジェンダー推進の観点から、2013 年度より男女の

バランスに配慮した独自の募集・選考方法をキルギス側と検討し実践した結果、女性の参加

数を伸ばすことに成功している。さらに、ケニアでは KOICA の奨学金事業では女性の割合

を 40%と定めており、現地の他ドナーの取組や意見も参考になる。こういったベストプラ

クティスを参考にしつつ、ケニア側と共にケニアにマッチした独自の方策を検討すること

を期待したい。 

なお、本準備調査で訪問した省庁では、SDPS のプリンシパルセクレタリー（事務次官）

や局長を始め、局長以上のポストに多くの女性が就いて活躍している状況を確認すること

ができた。また、そういった上級職に就く女性の中には海外の大学院へ留学し、女性が留学

することに積極的な考えを持っていた。ABE イニシアティブで留学した政府関係機関から

の長期研修員の中に、産業省の女性公務員を含む数名ではあるが日本留学した女性公務員

がおり、帰国後に省庁内で活躍していることが確認できた。このような女性の上級職者及び

女性の日本留学経験者に募集説明会に参加してもらい、日本留学の魅力やメリット、女性が

留学する際のチャレンジとその解決方法等を共有してもらう等、まず女性が応募しやすい

環境を整えることも一案である。 

(9) 留学生の送り出し準備について 

公務員の海外研修は「1-3. 行政官のキャリアパスおよび人材育成状況」で前述のように、

留学を含む長期研修の際は、渡航前に留学生の所属先が用意し SDPS が承認する「Training 

Bond（宣誓書）」に留学生は署名し、留学後に政府への復職を誓う必要がある。また、宣誓

書の承認から署名までに通常 2~3 カ月を要すため、誓約書がスムーズに承認・署名される

ように、選考自身は 3 月末には終えて余裕を持って準備する必要がある。 
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(10) 来日前のオリエンテーションについて 

特にケニアの留学生は、JDS の中ではガーナに次ぐアフリカからの留学生となり、JDS の

留学生の多くがアジア地域からの留学生であることを考慮すると、JDS 留学生の中でマイノ

リティーグループとなる可能性がある。また、大学内でもケニアもしくはアフリカからの留

学生が少ない場合、コミュニケーション方法の違いにより仲間作りができず、環境に馴染め

ないため研究に支障がでる可能性もある。また、ケニアは赤道直下の国で年間の気温の変化

が少ないため、日本の冬は、日本人が想像する以上にケニア人にとっては寒さが厳しい。こ

ういった点も考慮に入れて、ケニア留学生が日本で円滑に留学生活を送ることができるよ

うな準備を促すための来日前オリエンテーションを提供することを期待したい。 

(11) 付加価値プログラムの必要性 

現地調査で訪問した省庁からは、2 年間の滞日中に、官庁や企業でのインターンシップ等

より実践的な研修が有益との提案が出された。留学生の能力向上や良好な二国間関係の基

礎となる人間関係構築、また他奨学金との差別化の観点から、このような付加価値が見込め

る取り組みをより一層進めるべきである。その際、特別プログラムの経費の活用についても、

受入大学側に依頼するだけではなく、より JICA の意図に沿って使用できる仕組みの検討が

必要である。 

(12) 日本語習得の必要性 

日本人の心や精神性の深いところまで理解し、将来日本とケニアとの懸け橋となるには、

日本語の習得が有用なツールの 1 つである。現地調査では、我が国へ留学した経験を持つ者

からヒアリングする機会があったが、彼らが一様に訴えたのは日本語の必要性であった。他

国で実施した帰国留学生へのアンケートでも同じく日本語の必要性が高いことが確認され

た。英語で学位を取得する JDS 留学生は、2 年間日本に滞在しても日本人や日本文化への理

解が十分に深まらない。専門の学術分野の知識習得のみを目的とするプロジェクトであれ

ば、それでも問題ないが、将来二国間の友好関係に寄与する人材を育てることも目的とする

のであれば、事業の活動のひとつに日本文化理解を促進するプログラムが必要である。言語

は文化理解の基礎であり、日本人とコミュニケーションを図る必須のツールである。さらに

日本語学習を継続させるには、日本語が必要となる機会を提供することが不可欠である。そ

のため、日本の官庁や企業等でのインターンシップだけでなく一般の日本人と触れあうこ

とのできるホームステイ・プログラム等も有効である。 

(13) ネットワーク構築とフォローアップスキームの一体的運用と実施代理機関の役割 

①帰国後のフォローアップのための滞日中に取るべき施策 

継続的なフォローアップを容易にし、その活動を「我が国とケニアのパートナーシップ強

化」という事業成果の発現に繋げるためには、まずは滞日中から我が国へのロイヤリティを

高め、帰国後も我が国との関係を保つ動機を与える必要がある。帰国後のフォローアップで

は、滞日中に高めたロイヤリティを維持・発展させる施策を実施することによって、より高

い事業成果の発現が期待できる。 



 

66 

現在、他の JDS 事業対象国では実施代理機関が、同窓会の立ち上げやその他イベント開

催の支援を行い、帰国留学生の組織化を図っている。しかしながら、一定期間我が国との関

係性が途切れた帰国留学生のロイヤリティを再び高めるには、時間とコストが追加的に必

要となり、必ずしも効率的とは言えない。従って、滞日中の留学生に対して提供する施策と

帰国後フォローアップ施策は、継ぎ目のない施策として一体的に検討されるべきである。 

②帰国後のフォローアップ施策 

持続的にフォローアップを行うには、滞日中に高めたロイヤリティを維持・向上するため

の施策を実施するため、現地で先行して活動を行う JICA ケニア帰国研修員同窓会 JEPAK、

ケニア日本留学生同窓会 KEJAA、KAKEHASHI アフリカ、チーヴニング奨学金の同窓会組

織等のノウハウを吸収し、連携を図りながら、日本側が支援し、フォローアップ・コンテン

ツを充実させることが期待される。 

中でも KAKEHASHI アフリカは、ケニアにおいて日本留学経験者のネットワークとして

は比較的新しい組織であるが、JICA 事務所関係者や企業を含め日本関係者とのネットワー

キングフェアや定期セミナーの実施を元研修員が主導して積極的に行っている。他の JDS

実施国では元留学生主導の同窓会活動を軌道に乗せるために事業関係者は皆頭を抱えてい

るが、こういったグッドプラクティスを是非参考にして欲しい。 

活動が軌道に乗るまでの数年間は、日本側による資金援助や活動のファシリテーターと

しての役割が求められる。なお、長崎大学のケニア拠点事務所や北海道大学のサテライト拠

点とも協働しつつ、日本関係者が一丸となってケニアの日本留学経験者をとりまとめてい

くトップリーダーの再生産が図られるような仕組み作りを検討することが重要である。多

様なメニューの研修・留学生事業を実施する JICA ケニア事務所と共に先進的なフォローア

ップのあり方を検討することが期待される。 

 

図 11 留学生の日本へのロイヤリティと時間経過イメージ41 

                                                        
41 コンサルタント作成。 

留学生の日本へのロイヤリティ（忠誠度）向上と時間経過（イメージ）

来日前 来日中 帰国後

何もしない場合

既帰国生

滞日中に如何に日本へのロイヤリティを高めるかが重要。
帰国後にはその意識の維持のための施策をとる。

滞日生

ロイヤルティ
高

ロイヤルティ
低

施策A

施策B

施策C

施策D
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③フォローアップのための行政官ネットワーク構築 

日本へのロイヤリティ向上という観点から、滞日中の JDS 留学生に対して提供すべき施

策としては、日本文化理解講座や、日本の開発経験を伝えるセミナー等が一般的に考えられ

るが、JDS 留学生が各国の政策立案に携わる行政官であるという JDS 事業最大の特徴を活

かした施策が望ましい。親日・知日家として我が国とケニアとの架け橋となる事が期待され

ている JDS 留学生にとって、将来のキャリアパスにおいても有用なネットワークとは、日

本の省庁とのネットワークであろう。行政官との交流や、我が国省庁関係者を講師としたセ

ミナーやワークショップ開催等を通じたネットワーク構築支援が望まれる。 

こうした施策によって形成されたネットワークは、帰国後の業務においても実用的なも

のであり、維持することにインセンティブが働くため、継続的な関係構築が期待できる。 

④実施代理機関に求められる役割 

(a) 媒介者としての役割 

JDS 留学生は滞日中に様々な日本人とのネットワークを築いている。しかしながら、個人

同士の関係性構築では、適切な相手と出会うことは容易ではない上に、点としてのネットワ

ークでしかなく、散発的な効果しか期待できない。そこで、実施代理機関が JDS 留学生と

我が国の ODA 関係者や各省庁との媒介として機能することを期待したい。実施代理機関が

双方の関心に基づいたマッチングや、組織的ネットワーク構築機能を果たし、より高い事業

成果につながる事が期待される。 

 

図 12 実施代理機関が担う媒介者としての機能 

(b) 留学生との強固なネットワーク基盤 

モニタリング等で定期的にコンタクトを取り、また緊急時にはすぐに手を差し伸べる実

施代理機関は、JDS 留学生にとって、強固な信頼関係で結ばれているパートナーのような存

在である。このため、実施代理機関は JDS 留学生の資質等を含めた情報を詳細に、かつ一

元的に把握することが可能となっている。 

A省勤務。B国プロジェクト担当。
××政策に詳しい。

B国C省出身。△△政策に詳しい。
英語が堪能。C省の幹部候補。

B国のC省勤務で△△政策に詳

しい英語の堪能な幹部候補に
会いたい・・・

日本の××政策に詳しく、B国
の事情も分かるA省勤務の人
に会いたい・・・

誰に聞けば？

誰に聞けば？

つながらないネットワーク（イメージ）

日本人関係者

JDS留学生
（帰国留学生） A省勤務。B国プロジェクト担当。

××政策に詳しい。

B国C省出身。△△政策に詳しい。
英語が堪能。C省の幹部候補。

B国のC省勤務で△△政策に

詳しい英語の堪能な幹部候補
に会いたい・・・

日本の××政策に詳しく、B国
の事情も分かるA省勤務の人
に会いたい・・・

日本人関係者

JDS留学生
（帰国留学生）

実施代理機関
【媒介】

～～。

～～。

――――。

――――。

実施代理機関のマッチング支援・組織ネットワーク構築支援機能（イメージ）
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また、一般的に、留学生のフォローアップで問題となるのは帰国後の所在情報であるが、

他国の JDS事業の例では、実施代理機関と JDS留学生との信頼関係基盤があることにより、

JDS 留学生が帰国後にも所属先や活躍ぶりを具体的に把握できる関係性と体制とが既に整

えられている。 

実施代理機関に求められる役割は、互いの信頼関係を基礎とした、滞日中・帰国後の JDS

留学生とのネットワーク基盤としての機能であろう。実施代理機関が果たしている JDS 留

学生との関係性構築の機能は、フォローアップの観点から着目されるべき点である。 

(c) 我が国の各省庁とのネットワーク基盤 

他方、我が国の省庁関係者に対する JDS 事業の広報活動も重要である。実施代理機関が

独自に行ったアンケート調査によると、我が国省庁関係者の JDS 事業への認知度は極めて

低い状況にある42。しかしながら、我が国の省庁関係者にとって JDS 留学生とのネットワー

クの重要性は高い。例えばインフラ輸出の観点からは、人材育成はインフラ輸出のあらゆる

取り組みの土台を形成するものであるとされ、その多面的意義が経協インフラ戦略会議で

も指摘されている43。 

各省庁がケニアで展開する事業に関係する省庁出身者が日本にいる事、帰国留学生が実

際に各国で昇進を果たし、外交・経済面でも重要な役割を担っている事、実施代理機関の存

在によって適切なネットワークを容易に選択できる利便性を知らしめ、JDS 事業を活用する

という機運を高めることが肝要である。 

従って、実施代理機関は、ODA 関係者のみならず、我が国の各省庁とのネットワークと

情報発信力を持つことが期待される。 

以上のような取り組みをもって、JDS 事業が相手国の開発と我が国の経済成長を同時に達

成する人材育成事業となり、我が国とケニアがWin-Winの関係を構築する事が可能になる。 

3-6. 結論 

本準備調査では、JDS の趣旨・特徴及びケニアの政治・社会的背景や情勢等を念頭に置き

ながら、ケニアの国家開発計画や我が国の援助方針等に基づく同国の優先開発課題を整理

し、JDS 事業の枠組みとして合意した。また、当該国の公務員制度の特徴を踏まえつつ、当

該サブプログラムと関連があると想定される対象機関に対し、各機関の役割・位置づけや人

材育成ニーズ、潜在的候補者の有無等についての補足調査を行い、その結果に基づき 4 期分

を 1 つのパッケージとした JDS の事業規模と、各サブプログラムの事業計画案（サブプロ

グラム基本計画）が策定された。上述のとおり、ケニアにおいて JDS 事業を実施する妥当

性は高いと判断でき、その意義は十分にあると言える。 

                                                        
42 JICE 主催「行政官交流会」アンケートによる。 
43 内閣府第 16 回経協インフラ会議（2015 年 3 月 2 日） 
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また、ケニアで訪問した各省庁において JDS への期待が高く、若手行政官を育成する JDS

に対するケニア政府の期待が伺われ、ケニア政府のニーズに合致していることが確認でき

た。 

さらに、ケニア側の運営委員会議長となる予定の SDPS はケニア公務員の研修を統括する

中心組織であり、政府内の海外研修派遣プロセスについても影響力を持つことから、ケニア

側の体制も盤石であり心強い。 

本準備調査では、特にケニアの公務員制度の特徴について調査を行った。つまり、ケニア

の公務員制度の中で JDS 事業が事業目標を達成すると共に、ケニア政府の人材育成のため

に活用されるプロジェクトとなるように制度設計を行うための情報収集と分析である。 

本準備調査を実施するまでに、ケニアの若手公務員は、政府の財政難を理由として長年雇

用が止められており、各省庁では 40 歳以下の若手公務員の数が少ないことがドナーの間で

認識されてきたが、その状況を詳らかに調査した資料は存在しない。そのため、本調査では

公務員制度だけでなく公務員の年齢・男女別の人数等も調査した。その結果、JDS の対象と

なる 40 歳以下の公務員について一定数を確認し候補者の確保も可能であることが判明した。

本調査で調べたケニア特有の公務員制度、各省庁の公務員数や人材育成ニーズに関する情

報と分析結果は、2020 年 7 月以降に予定される JDS の事業立上げと実施運営に大いに活用

されることを期待したい。 

また、本準備調査では JDS の目的のひとつである「開発課題解決に資する行政官の育成」

を念頭に置きながらも、ケニアにおいては数多くの開発のプロジェクトが実施され、長期と

短期の研修員も多数招聘されている現状があることを踏まえ、JDS がケニアで果たすべき役

割を明確にし、対象分野・機関を絞り込むことで事業成果を高める制度設計を目指した。 

例えば、ABE イニシアティブでは日本企業のアフリカ進出支援が事業目的であることか

ら、公務員出身の ABE 研修員は海外投資や貿易を担う機関の出身者もしくは技術系公務員

が多い。また、ケニアの国費留学生事業では現在、理工系の学生をターゲットにしている。

そのため、JDS はより国家戦略や政策の立案と実施に関わる公務員を中心に置くことで、こ

れら事業と差別化を図った。 

今回ケニアで行った制度設計にて、ケニアの JDS 事業の目的を「ハイレベルの政策担当

者の育成及び開発課題解決に貢献する専門知識を備えた中核行政官の育成」と設定した。こ

れは、2019 年度に実施された基礎研究調査で提言された目的44、とも合致している。そのた

め、実際に事業を実施する上では、ケニア行政機関の中でも、いわゆる政策官庁及びライン

ミニストリーから出来るだけ多くの JDS留学生を輩出することを目指すことが肝要である。 

JICA の北岡伸一理事長も自らの著作45の中で、アフリカ諸国の留学生事業における経済

関係の官庁からのリクルートの必要性を説いているように、将来的には、彼らが国家の中枢

                                                        
44 「人材育成支援無償（JDS）事業の効果検証」基礎研究報告書、2020 年 2 月、株式会社国際開発センタ

ー、（117 ページ） 
45 北岡伸一「世界地図を読み直す―協力と均衡の地政学」、2019 年 5 月 
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となる政策の立案や意思決定を担うような人材に成長していくことになる。ケニア政府内

に、こうした人材を一人でも多く増やすことで、JDS のもう一つの目的である二国間関係の

強化、すなわち、JICA ケニア事務所を含む我が国関係者とケニア政府内のキーパーソンと

の間のネットワーク構築の促進も期待できる。さらに、長期間継続して JDS を実施するこ

とにより、これまで以上に開発課題解決に貢献できる人材の輩出とその効果が発現できる。 

以上 
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氏名 役割 所属･役職 

加藤 隆一 団長 
独立行政法人国際協力機構 

アフリカ部 部長 

山江 海邦 協力計画 

独立行政法人国際協力機構 

資金協力業務部 実施監理第二課 

副調査役 

＜コンサルタント＞ 

塩野谷 剛 
業務主任／人材育

成計画 

一般財団法人日本国際協力センター 

留学生事業第一部長 

橋本 和華子 留学計画（１） 
一般財団法人日本国際協力センター 

留学生事業第一部 留学生事業課 副主幹 

長谷川 さわ 留学計画（２） 
OPMAC株式会社  

事業部 上席コンサルタント 

星野 未来 基礎情報収集 
一般財団法人日本国際協力センター 

留学生事業第一部 留学生事業課 職員 

 

 



現地調査 国内作業 受入大学

2019年

8月

9月

10月

11月

12月

2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月～
12月

2021年
1月～9月

JDS事業準備調査フロー図

2月～3月【受入計画合意 2/2】
（OC/調査団）
・受入大学案の協議/選定
・募集選考方法等にかかる確認等

3月 大学に選定結果通知（JICA)

1月 概略設計の作成

2月 概略設計資料提出

9月 コンサルタント業務実施契約

－現地調査準備

5月下旬
・日本政府による令和2年度JDS事業

の実施決定【閣議】

9月～ 入学

3～8月 （JICA/大使館/外務省）

・対象分野課題（ｻﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ）表の作成

・先方政府へのJDS事業概要説明

5月～

・交換公文【E/N】

・贈与締結【G/A】

・エージェント契約

5月 準備調査報告書完成

11月～12月
留学生受入提案書（調査票）作成、
提出

3月 選定結果通知受領、

受入準備

12月～1月・大学検討・調査

-受入提案書の評価（JICA)

-受入大学案の検討（JICA)
-大学情報調査（コンサルタント）

8月～ 第1バッチ留学生募集

11月～ 第1バッチ留学生書類選考

12月～2月 第1バッチ留学生現地専門面接

3月～ 第1バッチ留学生最終面接

8月 留学生来日

来日後ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

10月～

コンサルタントによるニーズ調査、現地公務員

制度にかかる情報収集、ジェンダー実態調査等

2月～3月

重点分野基本計画案作成

（結果通知後、受入大学との協議調整）

先方政府への基本計画案確認

3月 準備調査報告書ドラフト作成

以降、調査後の流れ

11月 大学への要望調査(JICA)

10月～11月【受入計画合意 1/2】
（OC/JICA調査団）
・概要/実施体制の合意
・対象開発課題の合意
・募集対象機関・対象層の選定/合意

現地日本側OCメンバーによる

受入提案書の評価・検討



資料 3 

人材育成奨学計画(JDS)準備調査（ケニア） 

面会者リスト   

 

1. ミニッツ協議 

Date and Time Contact Persons Remarks 

2019 

October 8th, Tue 

11:00-12:30 

■State Department of Public Service 

-Dr. Simon M. Angote, Director of Human Resource 

Management & Development (HRD & M)  

-Mr. Jackson S Alwang'a, Deputy Director of HRM& D 

Discussion 

with the 

Operating 

Committee 

Members 

October 9th, Wed 

9:00-10:30 

■JICA Kenya Office 

-Mr. Sugimoto Satoshi, Senior Representative 

-Mr. Takahashi Yukio, Representative, Energy Sector& 

Private Sector Investment Finance (PSIF) 

-Ms. Joyce Gatambia, Programme Officer 

October 17th Thu. 

10:00- 

■State Department of Public Service 

-Mr. Stephen Wambua Kakulu, Deputy Director of 

HRM&D 

-Mr. Jackson Alwanga, Deputy Director of HRM& D 

October 22nd 

Tue. 

9:00-12:00 

■JICA Kenya Office 

-Mr. Kato Ryuichi, Director General, Africa Department 

-Mr. Sugimoto Satoshi, Senior Representative 

-Mr. Yamae Mikuni, Deputy Assistant Director 

October 22n Tue. 

14:00-16:00 

■Minutes Discussion 

(SDPS) 

-Ms. Mary W. Kimonye, Principal Administrative 

Secretary/Accounting Officer,  

-Ms. Mary Maungu, Secretary of HRM 

- Mr. Jackson Alwanga, Deputy Director of HRM& D 

-Mr. Stephen Wambua Kakulu, Deputy Director of 

HRM&D 

-Ms. Wangari M. Ndia 

-Mr. Kefa Moegi Motendo, Legal Unit 

(JDS Survey Team) 

-Mr. Kato Ryuichi, Director General, Africa Department 

-Mr. Sugimoto Satoshi, Senior Representative 

-Mr. Yamae Mikuni, Deputy Assistant Director 

-Ms. Joyce Gatambia, Programme Officer 

Discussion 

on the 2nd 

Operating 

Committee 

Members 

 



 

2. 想定される対象機関、関係者への訪問 

Date  Contact Persons Remarks  

2019 

October 11th, Fri 

12:30-13:30 

■Ministry of Transport, Infrastructure, Housing, Urban 

Development & Public Works  

-Mr, Benedict Mutunga Joseph, Regional Mechanical 

Engineer, Bungoma Region 

Expected 

Target 

Organizations  

October 14th 

Mon. 

9:00-10:00 

■Ministry of Industrialization, Trade and Enterprise 

Development  

-Dr. Judy Njeru, Director of HRM&D 

-Mrs. Jenipher Odera, Principal of HRM 

-Mrs. Ruth K. Bosire, Director HRM&D 

-Mrs. Jayne Kwamboka Asuma, Deputy Director, 

HRM&D 

October 14th 

Mon. 

11:00-11:30 

■Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and 

Cooperatives- State Department (SD) of Crop 

Development and Agricultural Research Department 

-Mr. Sylvester Abuga, Senior HR 

-Mrs. Catherine K. Mwenda, Deputy Director of 

HRM&D 

October 14th 

Mon. 

11:30-12:00 

■Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and 

Cooperatives - SD of Livestock 

-Mrs. Loice Abukutsa Ojango, Head of HRM&D 

October 14th 

Mon. 

12:00-12:30 

■Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and 

Cooperatives - SD of Fisheries 

-Mr. Sylvester Omondi Bolo, Director of HRM&D 

Expected 

Target 

Organizations  

October 14th 

Mon. 

12:30-13:00 

■Ministry of Water and Sanitation 

-Mrs. Emmy Magotsi, HR Administrator 

-Mr. Henry M. Mosa, Director of HRM&D 

October 15th Tue. 

8:00-9:30 

■Public Service Commission  

-Mr. S.K. Kirogo, Chairman 

-Dr. Reuben Chirchir, Commissioner 

-Mr. Andrew N. Muriuki, Commissioner 

-Dr. Obongo Sylvester, Director-Performance and 

Service Delivery Transformation 

-Mrs. Salma A. Ahmed, Commissioner 

October 15th Tue. 

10:00-10:30 

■Ministry of Foreign Affairs 

-Dr. Lilian Nzavi, Director HRM &D 

October 15th Tue. 

11:00-11:45 

■The National Treasury and Planning 

-Mrs. Agnes Mucheru, Senior Assistant HRM&D 



 

-Mr. Charles M. Mutiso, Senior Assistant Director of 

Asia Pacific Division 

October 15th Tue. 

12:00-12:30 

■Kenya Revenue Authority 

-Mr. Eutycus Kariuki, Manager of Domestic Taxes 

October 15th Tue. 

15:00-16:00 

■Kenya National Bureau of Statistics 

-Mrs. Rose D. A Awino, Senior Manager of HRM&D 

October 15th Tue. 

16:00-16:30 

■Central Bank of Kenya 

-Mrs. Asenath Bore, Training Director 

October 16th 

Wed. 

9:00-9:30 

■Ministry of Devolution and ASALS-SD of Devolution 

-Mr. Daniel Ouma Okwiri, Principal of HRM& D  

October 16th 

Wed. 

12:30-13:00 

■Nairobi County 

-Mrs. Beatrice Elachi , Speaker 

-Mr. Mike Awiti Wao, Chief staff 

-Ms. Alice Kahuthu, Deputy Director of HR 

October 16th 

Wed. 

12:30-13:00 

■Attorney General Office 

-Mrs. Pauline Mcharo, Legal Advisory and Resource 

Development 

October 16th 

Wed. 

14:00-15:00 

■National Environmental Management Authority 

(NEMA) 

-Mrs. Esther Chege, HR 

-Mr. Cyrus Mbuvi, Deputy Director of HR 

-Mr. Emmanuel Wekesa 

October 16th 

Wed. 

15:30-16:00 

■Ministry of Interior and Coordination for National 

Government 

-Mrs. Agnes Kariuki, Deputy Director of Training 

-Mrs. Zipporah Mutahi, Deputy Director of HR 

Expected 

Target 

Organization  

October 17th Thu. 

11:00-11:30 

■Ministry of Environment and Forestry 

-Mrs. Rosemary Wamoto, Deputy Director of HRM&D 

October 17th Thu. 

14:00-14:30 

■Ministry of Transport, Infrastructure, Housing, Urban 

Development & Public Works- SD of Urban 

Development  

-Mr. Dennis Mwiroba, Deputy Director of HRM&D 

October 17th Thu. 

14:00-14:30 

■Ministry of Devolution and ASALS SD of ASALS 

-Mr. Hudson A. Mugodo, Director of HRM 

October 18th Fri. 

10:00-10:30 

■Water Resource Authority (WRA) 

-Ms. Nina Abira, HR Administrator 



 

October 18th, Fri. 

10:00-10:30 

■Ministry of Energy 

-Mr. Isaac Kiva, Secretary, Renewable Energy 

-Mrs. Nancy Wachira, Assistant Director of HRM&D 

October 18th Fri. 

11:00-11:30 

■Ministry of Health 

-Ms. Mary Njeri Ngurimu, HR Administrator 

October 18th Fri. 

12:00-12:30 

■Ministry of Lands and Physical Planning 

-Ms. Rachel, HR 

October 18th Fri. 

12:30- 13:00 

■Ministry of Transport, Infrastructure, Housing, Urban 

Development & Public Works-SD of Urban 

Development 

-Mr. Henry Obanyi, Director of HRM&D 

October 22nd 

Tue. 

10:00-10:30 

■National Lands Commission 

-Mr. Ben Bett, Director of HRM 

October 23rd 

Wed. 

10:00-11:30 

■Public Service Commission 

-Dr. Obongo Sylvester Odhiambo, Director of  

Performance and Service Delivery Transformation 

-Ms. Joan A. Machayo, Director of HRM&D 

October 23rd 

Wed. 

11:30-12:00 

■Ministry of Transport, Infrastructure, Housing, Urban 

Development and Public Works-Housing 

-Mr. Dennis Mwiroba, Deputy Director of HRM 

October 25th, 

Friday 

14:00-15:00 

■Office of the Director of Public Prosecutions 

-Mrs. Mary Kathungu, Senior Assistant Director of HRD 

-Mr. James Warui, Head Of Prosecutors Training 

Institute 

-Mr. Edwin Balongo, Prosecution Counsel 

 

3. その他機関等への訪問 

Date and Time Contact Persons Remarks 

2019 

October 9th, Wed. 

11:00-12:30 

■JETRO Nairobi Office 

-Mr. Naoe Atsuhiko, Exective Director 

Information 

Concerning 

Hiring 

System in 

Kenya 

October 9th, Wed. 

15:30-16:30 

■Kenya Industrial Research and Development Institute 

(KIRDI) 

-Dr. Martha Induli, Deputy Director, Research 

Technology and Innovation 

-Mr. Benson Kipkemboi, Research Scientist Materials & 

Processes Engineering Research Division 

Information 

Concerning  

Needs of 

Human 

Resources in 

Kenya 



 

October 10th, 

Thu. 

11:00-11:30 

■High Commission of India 

-Mr. Ashish Sinha, Deputy High Commissioner and DPR 

to UNEP & UN-HABITAT 

-Mr. Saurabh, Second Secretary 

Organizations 

Related to 

Scholarship 

Programs in 

Kenya 

October 11th, Fri 

11:00-12:00 

■The Embassy of Japan in Kenya 

-Mr. Tashiro Seiji, Director/ First Secretary Japan 

Information& Culture Center  

Information 

Concerning 

MEXT 

Program and 

Alumni 

Activities in 

Kenya 

October 14th, 

Mon. 

15:00-16:00 

■Kenya Agricultural & Livestock Research Organization 

(KALRO) 

-Dr. Joseph Gichane Mureithi, Deputy Director Greneral 

of Livestock 

Information 

Concerning  

Needs of 

Human 

Resources in 

Kenya 

October 16th, 

Wed. 

9:00-10:00 

■KOICA 

-Ms. Yunjung Han, Deputy Country Director 

-Ms. Aidah Mtende, Program Officer 

Organizations 

Related to 

Scholarship 

Programs in 

Kenya 

October 18th, Fri. 

8:00-9:00 

■British Council 

-Thomas Richmond, Second Secretary Political  

-Ms. Anne Maina, Chevening Officer, Political Section 

October 23rd, 

Wed. 

12:00- 

■JICA Ex-Participants Alumni of Kenya (JEPAK) 

-Mrs. Agnes Chika, Chairperson 

Information 

Concerning 

Alumni 

Activities in 

Kenya 

October 23rd, 

Wed. 

15:30～16:30 

■Kenya School of Government 

-Ms. Nura Mohamed, Director of HRM 

Information 

Concerning  

Needs of 

Human 

Resources in 

Kenya 
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第1期 第2期 第3期 第4期 計

政策研究院大学大学院 政策研究科 2 2 2 2 8

広島大学大学院 人間社会科学研究科 2 2 2 2 8

行政機能の改善

Improvement of

Administrative Functions

1-2 国際大学 国際関係学研究科 3 3 3 3 12

1-3 九州大学大学院 法学研究院 2 2 2 2 8

1-4 東洋大学 国際学研究科 3 3 3 3 12

 合計 12 12 12 12 48

   資
料

5

1-4. 都市および地域開発計画/ 政策に
係る能力向上
Caoacity Building for Urban and

Regional Develop,ent Plans/ Policies

1

1-3. 法律策定・運用に係る能力向上

Capacity Building for Legal

Development and Operation

1-1

ケニア

中央政府及び地方政府に係る行政能
力の向上
Improvement of Administrative

Capacity of Central and Local

Governments

1-2. 経済計画/ 政策及び公共財政管

理/ 公共投資管理に係る能力向上

Capacity Building for Economic

Planning/ Policy and Public Financial

Mangement/ Public Investment

Management

重点分野／開発課題毎の4ヵ年受入人数

大学 研究科
4期分の受入人数（案）

サブプログラム コンポーネント
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